
【修士論文要旨】

ジ ョン ・ペ リー の 数 学教 育 論 に関 す

る一考 察

大 下 卓 司(os田TATakuji)

本稿 は、20世 紀初頭 の数学教育改造運動(以 下、改

造運動)を 導い た、英国の工学者 ジ ョン ・ペ リー(Jo㎞

Perry,1850-1920)の 数学教 育論 の意義 と課題 を明 らか に

す るこ とを 目的 とす る。

改造運動 は数学教育 の近 代化 と称 され 、中等学校 の

数学科 に関数 や微分積分 学な どの近代数学 が導入 され

る とともに、近代化 の契機 であ る自然科学へ の応 用 を

目的 とした数 学教育が構想 された点 に意義 がある とさ

れ て きた。 同運動 は1901年 、英 国学術 協会(British

Association)の グ ラスゴー大会 にて、ペ リーの講演 「数

学の教育」('TheTeachingofMathematics')を 直接の契機

と し、 ドイツ、 フランス、アメ リカ、そ して 日本 にお

ける国際的な数学教育改革 の呼び水 となった。

他方 、改造運 動 を先導 したペ リーは 中等教 育 ・高等

教育機関で数 学 ・科学教 育に携わった。1871年 、ペ リ

ー はク リフ トン ・カ レジにおいて数学 と物理学 の教師

と して初めて教鞭を とる。75年 か ら79年 にか けては 日

本の 工部大学校 にいわ ゆるお雇外 国人教師 として雇 わ

れた。先進的 な教育が導入 されていた 同校でペ リーは

独 自の教育 実践行 ってい た。イギ リスに帰 国後、1882

年か ら1886年 ではペ リーはフ ィンスブ レー ・テ クニカ

ル ・カ レジにおいて技術者 の養成 に従事 し、 日本 での

実践 を基に数 学教育論 を構 築 していった。1886年 か ら

1913年 までは王立科学カ レジで教鞭 を とった。この間、

1901年 に改造 運動の端緒 となった講演'TheTeachingof

Mathematics'を 行 った。

さて、以上 の よ うに概 略 を示 した改造運動 とペ リー

につ いては、以下の よ うな人々によって研究 され てき

た。 日本 にお いては、改造運動 を 日本 に導入 した小倉

金之助 、ペ リーの伝記を書 いた板 倉聖宣がい る。 しか

し、 これ らの研 究において 、テキス トに制約が ある と

ともに、当時 の教育の文脈 に位置 づけて改造運動 を検

討 す ることに弱 さがみ られ 、ペ リーの数学教育論 を全

面的 に深 く理解 することに成 功 して いない。

他方本国イ ギ リスでは、 教育学者 プ ライスの研 究が

あ げ られ る。 プ ライス は、ペ リーを軸に据 えなが ら、

試験制度 に着 目して改造運動 を包括 的に検討 している。

この研究 を通 じて、改造運動 による教授法 の改革 を契

機 に、入試や資格 試験 に実際的 な問題 が導入 され るよ

う改革 され たこ とが明 らかに され た。 しか し、プライ

スの研究 では、工学者ペ リー が数 学教育に着 目してい

った過程や 、ペ リーが主張 した数 学教 育改革論 の可能

性に対 して、十分 に考察 されて いるとは言い難 い。

そ こで本稿 では、ペ リーの数学教育論 を19世 紀後半

か ら20世 紀初頭 にお けるイギ リスの数学教 育の文脈 の

中で検討 した。1870年 代か ら1913年 までのペ リーの一

連の著作、 とりわけ教科書の分析 を通 じて、彼 の数学

教育論 の意義 と課題 を明 らかにす ることを試み た。

そのため に、 まずペ リーの原点 となった教育 実践 を

明 らかにすべ く、第一章 では1870年 代 か ら1900年 ま

での教育論 を検討 した。第一節 では 日本の工部大 学校

での授業記録か ら、ペ リーが独 自の教 育実践 を展 開 し

た ことを明 らか に した。お雇外 国人教 師 と して 同校 に

赴任 したペ リー は、教科の枠 をこえて眼前の現象 を科

学的に説明 させ る活動 や、最先端 の実験 への参加 を通

じて基礎的 な内容 を教 えるとい った方 法を授業 に取 り

入れ ていた。 こ うした実践 を通 じて、ペ リーは カ リキ

ュラムの可能性 を模索す る契機 を得たのであ る。

第 二節では、帰 国後 日本での教育実践 をペ リー が ど

の よ うに整理 し、教 育論 を構築 した のかを検討 した。

そこで、まずはペ リーが帰国 した19世 紀後 半のイギ リ

スの教育制度 を概観 した。19世 紀 半ば、古典人 文学 に

基 づ く一般教育が 中 ・上流階級 の子弟 を対 象 と した中

等学校 で行われ、 実学 とみな された科学 は国家の 中枢

を担 う人々 に軽視 され ていた。他方 、実学 を必要 とす

る技術者 らも、現場 での経験的 な学び を重 視 し、系統

的な科学は軽視 され ていた。 しか し19世 紀後半 になる

と、諸 外国の躍進 か ら科 学教育の必要 に迫 られ るよ う

になる。同時に、 この ころ1870年 のフォ スター法 に代

表 され る よ うに、公的 に子 どもの教育 が整備 された。

こ うした社 会状況 の中で、ペ リーは公的 な科 学教育の

整備 を要求す る教育論や 、実験や機械 の操 作を軸 に据

えた教 育実践を行 った。 この過 程でペ リー は学習者 と

い う視 角を得、学習者 の経験 と学習内容 を関連付 けた

指導 を模索す るよ うになった。

こ うして、ペ リー は専 門教 育において教育論 を構築

していった。 しか し、専 門教 育に とどま る教 育には限

界が あった。そこでペ リー は1900年 を境に専門教育か
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ら一般教育へ と検 討対象 を拡大 し、学校数学 の改 革に

着 目す るよ うにな る。 第二章 ではこの過程 を明 らかに

すべ く、そ の前提 として第一節 にお いてペ リー が批判

した19世 紀後半のイギ リスの中等教育や数学教育を検

討 した。19世 紀半ばに確立 された数 学科は形式陶冶に

よる推論の能力 を訓練す る古典 として誕生 した。 とり

わけ、『原論』 に沿った教科書が利 用 され ていた幾何学

にこの特徴 が表れ ていた。 しか し、『原論』を用いた幾

何学は極端 に抽象 的で難解 な科 目とな り、生徒 とって

は試 験のた めの暗 記科 目となっていた。そ こで、1870

年代 に幾何学の教 育を向上 させ るべ く、数学者や数学

教師を中心 に幾何 教育改良運動 が起 きた。 しか し、同

運動 では指 導法 とい った技術 的な問題 が焦点 とされ 、

『原論』 が内容 として妥 当なのか といった根本的 な議

論 は起 きず、影響 も部分的であ った。

第 二節 ではなぜ 工学者 であ るペ リー が専門教育か ら

一般教 育にまで検討対象 を拡大 し
、教科 の中で も数学

に焦 点を絞 ったの かを明 らかに した。ペ リーはイ ギ リ

スにお いて万人が科学 を学ぶべ き時代 を迎 えてい ると

考 えていた。 直接科学技術 を利 用す る技術者 だけでな

く、 中 ・上 流階級 の人 々 も、軍艦の建造 といった場面

で科学 に関す る判断 を下す。 そのた め、中 ・上流階級

の人 々も科 学を学ぶ必要 があ る。ペ リー は こうして一

般教育へ と検 討対象 を拡大 した。加 えて、ペ リーは科

学 を学ぶ ためには、前提 となる数学 を学 ばなけれ ばな

らない と考 えていた。だ か らこそ、ペ リー は数 学教育

へ と対象を焦 点化 したのであった。

第三章で は改造運動の端緒 となった講演 「数 学の教

育」 を中心 に、イギ リス にお ける改造運動 の展 開を描

いた。第一節 では、ペ リー は数 学カ リキュラムの原 理

を古典か ら科 学へ と転換 し、有用性 とい う新 たな基 準

か ら学校数学 を再 構築 した とい うこ とを講演 か ら明 ら

かに した。具体的 には、幾何学 と方 眼紙の科 目に着 目

し、 これ らの科 目で基礎 と応用 の関係 が問い直 され て

いる こと、学習者 の理解 や興味 に基づ いてカ リキュラ

ムが設計 され てい ることを明 らかに した。

第 二節 では、講演後 の討 論におい て何 が争点 とされ

たのかを浮 き彫 りに した。 討論では 、ペ リーの主張 に

お ける論証 幾何学や基礎 の軽視に対す る批 判、カ リキ

ュラム改革 ではな く、教授 法の改善案 が出 された。 こ

れ に対 し、ペ リー は改 めて旧来の幾何学 を再批判 し、

教師 の裁量 でカ リキュラムや教授 法 を自由に選択 で き

るよ うにす る ことを討論 の着地 点 とした。 カ リキ ュラ

ムや教授 法の部分的 な改良が争 点 とされ 、根本的な改

革 は容易 には実現 しなかった。

第三節 では、講演後 の改造運 動 の歩み をペ リーに即

して検討 した。講演 は学校数 学 を改革す る委員会の立

ち上 げに寄与 した ものの、内容 や カ リキュラム を根底

か ら再検討 す るには至 らなかった。 そこで、ペ リーは

講演 ののち、学習者 に対す る理解 をさ らに深め る一方

で 、数学 の科学への応 用を具 体化す る方 向で、数学教

育論 を展 開 した。 しか し、ペ リー の期待通 りには教師

の賛 同が得 られなか った。 そのた め改革 の指導者の間

に徐 々に懸念が広が る とともに、ブ ライ アン ら数学者

に数学教 育論の数学の系統 としての弱 さを突かれ、改

造運動は徐々に収束 していった。

ペ リー は学習者 に着 目す るこ とで、理解 でき る内容

に よって カ リキュラ ムを編成す る こと、 また、学習者

が科学 を学 び、科学 を社会 に応用 す るに あたって有用

な内容 を選 択す ること とい う新 たな基準 を数 学教育に

持 ち込み 、科学に依拠す る数学 の系統 を打 ち立てよ う

とした。ペ リーの数学教育論 の意 義は、以上 のよ うに

数学教育 に教育の近代化 をもた らした点 にある。ペ リ

ーが提起 した数 学教育の 目的 をも含 んだ本質的 な議論

は今 日においても継続 したテーマ となってい る。

今 後の課題 としては以下の二点 があげ られ る。第一

に、1920年 代以降のイギ リスの数 学教育史を明 らかに

す る必要が ある。 これ に よ り、現代 のイギ リスの数学

教 育におい て改造運動 が どの よ うに総括 されて いった

のかが明 らか となる。 今 日のイ ギ リスの数 学教育 を重

層 的に理 解す るために も、イギ リスの数 学教育史の全

体像 に迫 る必要が あろ う。

第 二に、国際的 な改革 であ る改造運動 を多面的 に描

くために も ドイ ツや フランス、ア メ リカ 、 日本 といっ

た諸 国の改造運動 を検討 する必要が ある。本稿 に よ り

ペ リー を軸 と したイ ギ リスの改造運動 は明 らか となっ

た。諸 国の改造運動 を検討 する ことで、数 学教 育の近

代化 にお いて各国が直面 していた課題 を明 らかになる

だ ろ う。 これに より、数学教育 にお ける普遍的 な性格

と、国や 時代それぞれの特殊 な性 格 を明 らかにす るこ

とがで きる。数 学教育 にお ける最 初の大改革 である改

造運動や 、 この運 動の震源 となったイギ リスの数学教

育史を包括 的に検討 することで、20世 紀後半の数 学教

育の現代化や今 日の数 学教育 を読み解 き、今後起 こ り

うる数学教育 の改革 に備 える上 で、豊かな知見 を得 る

こ とができよ う。
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【修士論文要旨】

オ ランダにおける初等学校 の 自己評

価

支援ツール 「ゼボ」を中心に

奥 村 好 美(OKUMURAYoshimi)

本稿 では、オ ランダにお ける初等学校 の 自己評価 の

ための支援 ツール を取 り上げ、 自己評価 の実態を検討

した。

オ ラ ン ダ で は 、 「学 校 設 立 の 自 由(freedomof

establishment)」「教育理念の 自由(freedomofconviction)」

「教育方法の 自由(freedomoforganisationofteaching)」と

いった 「教育の 自由(freedomofeducation)」 が憲法で保

障 されてい る。 このよ うな 「教育の 自由」 が存在 す る

オラ ンダにおいて、学校評 価は一定 レベル の教育の質

を保つ メカニズムの1つ と して存在 している。

日本 にお け るオ ランダの学校評価 に関す る研 究は、

主 に教育監査 を中心 に行 われて きた。先行研 究におい

て は、オランダの教育監査 は 「教育の 自由」 に基 づ く

多様 な教育 を認 めてい る、 と捉 えるものが多 かった。

た だ し、永 田佳之の よ うに、教育監査 に対す る反 対意

見 の存在 を明 らか にして いる先行研究 もあった。 教育

監査 が多様 な教育 を認 めてい ると捉 える先行研究 は、

そ の全 てが、教育監査 におけ る学校の 自己評価 の活用

に注 目していた。

以上 より、 「教育の 自由」に基づ く多様な教育実践が

守 られ ているか ど うか を考え る場合 に、そ こでの 自己

評価 を検討す ることが重要 であ ることが分か るだろ う。

その 際、オラ ンダ には 自己評価 のた めの支援 ツー ルが

数多 く存在す るこ とに着 目 した。2002年 教 育監査 法

(WOT)が 施行 された頃 には、約3分 の2の 学校が 自己

評価 のために支援 ツール を使用 していたか らである。

この ことか ら、オランダの 自己評価の実態 を考え る時、

支援 ツールの存在を見過 ごす ことはできない。

そ の中で も、本稿 では支援 ツール 「ゼボ」 に着 目し

た。ゼ ボは学校 効果研究 とい う教育研 究の知見 を基に

開発 された ツールであっ た。ゼ ボは、学校で行われ る

具体的 な教育活動 を検討 す る ことで、その学校 に即 し

た改善を促す ツール であった。したがって、ゼボ は 「教

育の 自由」と教育の質の保証 のバ ランス を考える時、1

っの可能陸を示 している と考え られ る。

第1章 では、オラ ンダの学 校評価制度 の成立過程 を

概観 した。第1節 では、オランダの教育のベー スとな

る 「教育 の 自由」 の背景 とそ こで整 えられ た学校への

サポー トを示 した。 「教育の 自由」は宗教的要請 から実

現 されていた。 「教育の 自由」の下、1970年 代に は、学

校が必要 に応 じてサ ポー トを受け られ るよ う教育サポ

ー ト機 関(OBD)の 設置が進 められた
。学校が独 自の教育

改善 を行え る環境 が整え られていた。

第2節 では、学校 の自己評価が求 められ るに至 った

背景 と自己評 価の位 置づけを明 らかに した。背景には、

世俗化や移 民の増加 による教 育の質への関心 の高ま り、

新 自由主義 的影響 な どがあった。 「特 に学校計画書 、学

校ガイ ド、苦情 処理手続 きの導入 に関連 した、い くつ

かの教育法の1998年6月18日 修 正法(質 の法)jと い

う法 におい て、質の保証 サイ クル の一部 と して 自己評

価は求め られ た。 自己評価 の中身 は具体的 に規 定 され

てお らず、学校 は独 自性 を活 か してそれ を実行 で きる

よ うになっていた。

第3節 では、教育監査制度 とそ こで監査 され る質を

示 した。教育監査 は学校が体系 的な質の保証サ イ クル

を構 築 して いるか、また、それ によって、一定 の質を

満た してい るかをチ ェック していた。 自己評価 を基に

質の保証サイ クル を構築す るこ とに よって 、学校 は、

独 自性を発揮 しなが ら、一定 の質 を満 たす こ とが実現

でき ると考 え られ たので ある。 そこで監査 され る質 と

は 「教育成果」 と 「教授学習 プロセ スの設 計」 であっ

た。 「教育 の 自由」の下、学校の独 自性 を尊重 しなが ら、

一定の質の保証 を実現 しよ うとしている よ うで あった
。

しか しその一方 で、監査の枠組み では、質の高 い教育

として、特定 の教授 方法が推奨 され る とい う矛盾 を抱

えていた。

第2章 では、 自己評価のための支援 ツール を取 り上

げ、 自己評価 の実態 を検討 した。 まず、第1節 で、 自

己評価 のた めの支援 ツール調査 を取 り上げ、オ ランダ

で使 用 されてい る支援 ツールの特徴 を整理 した。 オラ

ンダには、数多 くのツール があ るに も関わ らず 、40%

以上の学校 が、監査 の枠組みに基づ くツール を使 用 し

ていた。 しか し、 こうしたツール を使 って学校が 自己

評価 を行 い、質 の保証 サイ クル を構築す る と、 自己評

価 の結 果、学校が 監査 の項 目のデー タを上げ るこ とに

終始 して しま う可能性 があった。そ の場合 、学校 の独

自性 が守 られ ず、 「教育 の 自由」が脅か され て しま う。

第2節 では、支援 ツールゼ ボに着 目し、開発過程 を
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概観 した。 ゼ ボは、学校 効果研究に基 づき、学校で の

実地調 査や 妥 当性 ・信頼 性の調査 を繰 り返 す ことで 開

発 され たツール であった。 ゼボ はスへ 一 レンスの学校

効果研 究に基づ いてお り、教師の指導 プ ロセス を重視

した指標 が多 く組 み込まれていた。それ に よって、ゼ

ボは、教育 と子 どもの学力を改善す る ことを 目的 と し

ていた。

第3節 では、ゼボの実態を検討 した。ゼ ボは、学校

効果研 究に基づ くことで、具体的な教育活 動 を検討す

るものであった。ゼ ボの報告書では、各項 目の結果 の

良 し悪 しが示 され ただけでな く、学校 内におけ る意見

の相違 が示 された。 それ に よって、学校 で検 討 され る

べ き項 目が特定す るこ とがで きた。そ のため、ゼボ の

項 目の結果 をただ上 げる ことが 目指 され るのではな く、

ゼ ボによって検討 され るべき とされた項 目について の

話 し合 いが促 されやす くなっていた。ゼ ボは、その よ

うに教 師達 の コ ミュニケーシ ョンを促す こ とで、学校

内にお ける質への 関心を高めていた。 アンケー ト結果

の解釈は学校 に委ね られていた。

ス キル トカ ンプ の調査結 果か ら、多 くの学校がゼ ボ

を適切 に使 用で きていない ことが分か った。 ゼボの結

果 を改 善へ つな げてい くことが困難で ある とされてい

た。 ただ し、 これ はゼ ボ とい う支援 ツール に固有の課

題ではなか った。なお、この点において、学校 は、OBD

を利用でき る環境が整っていた。

ゼボ を適切 に使用す る と評価 された学校 では、教師

た ちが協働 的に、教授活動 レベルで質の保証 サイ クル

を構築 していた。ゼ ボの使 用に よって、特 定の項 目の

結果 をあげ る こ とがただ 目指 され るので はな く、 「教

育の 自由」 の下、教師 たちが 自由に学校 の状 況に即 し

た改善案 を考 えることで、質が保 証 され よ うとしてい

た。

本稿 を通 して明 らかになったこ とは、第1に 、オ ラ

ンダで は、多 くの学校が 、監査 の枠組 み に基 づいて 自

己評価 を実行 してい る とい う点であった。 オランダで

は、自己評価 の中身 は決 め られていないに も関わ らず、

多 くの学校 が監査の枠組み に基 づ く支援 ツール を使 用

していた。 しか し、監査 の枠組 みでは、質 の高い教育

として、特 定の教授方法 が推奨 されていた。この場合、

学校は監査対 策のた め、監査項 目のデー タを上 げる こ

とに終始 して しま う可能性 があった。 その よ うな 自己

評価では、学校 の独 自性が守 られてい るとは言い難い。

第2に 、 自己評価の実施後、学校 がその状況に即 し

た改善 を生 むためには 、事実 に基づいて教師達 が改善

案 を考 える機会 を持つ ことが重 要で ある とい う点であ

った。ゼ ボの報 告書で は、それ ぞれの項 目につ いての

学校内で の意見の相違が示 され ていた。そ のため、そ

うした項 目にっいての関心が高 ま り、教師達 の コミュ

ニケーシ ョンが促 され る と言 えた。 自己評価 の実施後 、

教師達が事 実に即 して 自由に改 善案 を考 える ことで、

その状況 に即 した改善活動 を生 む ことが出来 る と言 え

よう。

以上の議 論か ら、 日本 の学校評価 に対 して次 の2っ

の示唆 を得 ることができた。

まず、教育研 究の知見 を学校現 場に活かす ことであ

る。オ ランダのOBDは 、教育専門家 と教育実践者の間

を橋 渡 しす る役割 を果 た してい る とされ てい た。また、

ゼボは学校効果研 究の知見 を基 に開発 され たツール で

あった。 オランダでは、教育研 究の知見が 、様 々な形

で教育実践者 に提 供 され ていた。 それに よって、学校

の 自己評価や それ に基づ く質の保 証サイ クル の構築 に

対す る学校 への支援 が整 えられ ていた。 こ うした取組

は、 日本 において も参考 になるだろ う。

次に、 自己評価 のた めの支援 ツールにつ いての示唆

であ る。 オランダには、 自己評価 のため、数多 くの支

援ツールが存在 していた。多 くのツールが存在す る と

い う点で、 学校 に合った ツール を選 べる環境 が整 って

いた。学校 がその方針 に合 った ツールを選ぶ こ とによ

って、そ の学校 の独 自性 を活かす ことがで きる。また、

こうした ツール の存在 に よって 、少 な くともアンケー

トの実施負担 は軽減 され るであ ろ う。

最後 に、本研究 の今後 の課題 と して、次の2点 があ

げ られ た。1つ めは、OBDに ついての検討 であ る。OBD

を検 討す る ことで、 よ り具体的 にオ ランダ の学校 の質

の保証 の実態 が明 らかになるだ ろ う。

2つ めは、CITOテ ス トの検討 であ る。CITOテ ス ト

を検討 する ことで、「教育の 自由」の下、求 め られ てい

る一 定水準 の教育 の質 について 、よ り具体的な検討が

可能 となるだろ う。以上2っ が今 後の課題 であった。

(修士課程)
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【修士論文要旨】

ブ リッツ ・イ ェー デ の音 楽教 育論 に

関 す る一 考察

小 山 英 恵(KOYAMAHanae)

本稿では、20世紀 ドイツ語圏において学校音楽や

民衆音楽に多大な影響を与えた音楽教育実践家であ

り、青少年音楽運動の指導者として知られるブリッ

ツ・イェーデ(FriC乙Jode,1887-1970)の 音楽教育論

を論究した。イェーデは音楽教育史において、ミュ
ーズ教育による学校改革の実現に重要な役割を演じ

た人物として位置づけられている。ギリシャ神話に

おいて全ての知性を司る女神ミューズの名に由来す

るその教育は、1920-60年 代 ドイツ学校音楽の指導

的理念となった思想である。その理念は、産業化や

合理化による人間性喪失の克服のために、諸芸術の

全体性という考えに基づく教育によって人間の内面

性の回復と共同体の形成を目指すものであった。50

年代後半にア ドルノらによってそのイデオロギー性

が批判され、ミューズ教育という言葉自体は学校音

楽からその姿を消す。しかし70年 代以降には、再び

学校音楽にミューズ的アプローチが現れ現代に至っ

ている。さらにわが国でも、音楽科においてミュー

ズ教育の価値が主張されている。ミューズ教育の現

代的意義は、① 「産業社会に対抗する人間の内なる

自然の回復」と 「人と人とが相互に承認し合えるコ

ミュニケーション文化の創造」をもたらす点、②諸

芸術に共通の根源を掘 り起こすことで、「内面の欲

求に基づく自発的な創造表現」という 「音楽本来の

営みに立ち返る」示唆を得られる点にあるとされる。

諸芸術の全体性を強調する現代のミューズ教育は、

主に詩や絵画、動きと音楽を結び付けた活動による

教科横断的なアプローチとして実践されている。そ

のため総合的な授業における可能性が評価される一

方で、「教科学習の必要性」が指摘されている。つま

り、「音楽本来の営みに立ち返る」示唆を与えてくれ

るはずのミューズ教育は、音楽そのものの学習がお

ろそかになる危険をはらんでいるといえる。そこで

本稿では、イェーデの音楽教育論に着目する。なぜ

ならイェーデは、内面性の回復と共同体を志向し、

諸芸術の全体性を主張するミューズ教育の理念を持

ちながらも、教科横断的な教育ではなく音楽そのも

のを追究する教育を行ったからである。現代的な意

義が認められるミューズ教育の理念を持ちながら音

楽そのものを追究する教育のあり方を探るために、

本稿では、内面性の回復と共同体への志向を音楽そ

のものの教育に結びつけたイェーデの音楽教育観、

そして音楽そのものの教育を追究した彼の音楽教育

の内実に着目する。これらを明らかにすることは、

現代のミューズ教育が抱える問題を解決 し、音楽科

教育が 「音楽本来の営みに立ち返る」ための示唆を

得ることにっながると考えられるからである。

先行研究では、その殆どがイェーデの音楽教育の

理論または実践の一部のみを扱っている。特にわが

国においてはイェーデの音楽教育論がほとんど知ら

れていないため、その全体的特徴を明らかにする研

究が望まれる。またイェーデの音楽教育論の内実に

より迫るためには理論と実践を結びつけた研究が望

まれるが、そのような研究はなされていない。さら

にイェーデの音楽教育観について、イェーデがなぜ

内面性の回復と共同体への志向を音楽そのものを追

究する教育に結び付けたのかという視点をもって論

じられた研究は管見の限り見当たらない。そこで本

稿では、①ミューズ教育の理念 と音楽そのものの教

育を結びつけたイェーデの音楽教育観、②イェーデ

の音楽教育の理論の全体的特徴、③その特徴がどの

ように実際の授業実践に反映され、子どもたちに何

をもたらしているのか、という3点 を明らかにした。

イェーデの音楽教育観は以下のようにまとめられ

る。すなわちイェーデは、内面性の回復のため、そ

して 「エロスの共同体」の精神を伝えるために、音

楽の生成的 ・創造的な側面および内面的な側面を重

視する音楽教育を実現しようとした。そしてその音

楽教育は、音楽することすべてにおいて第一に内面

的な緊張の生成が求められ、それがエネルギーや動

きといった 「音楽的な感覚」の生成に結び付けられ

るという創造のプロセスの実現を求めるものである。

このような音楽教育観を基底 とするイェーデの音

楽教育の理論は音楽することの理論である。その全

体的特徴は、①子どもの内面的な生成を求める、②

音楽の原則を理解するための 「音楽的な感覚Jの 生

成が教授される、③基礎教育においては単純なもの

から複雑なものへ、創造のための教育においては子
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どもの内面から芸術音楽へと導く緩やかな系統性、

④課題解決において子どもたちが助け合う 「共同の

教育」、にある。また、①、②には内面志向が表れて

いるが、内面の生彩や緊張を規準とする評価は、そ

の内面が音として具現化された際の演奏の質を問わ

ない教育につながる危惧があるものと考えられる。

イェーデの理論における上記4つ の特徴のうち、

イェーデの遺した授業記録において見とることので

きる①、②、④の特徴を取り上げ、これらが実際の

授業でどのように反映され、子 どもたちに何をもた

らしているかを検討 した。内面的な生成を求めると

いう特徴は、授業において、教師の促しによって歌

詞の物語や楽曲のイメージをリアルに生成するとい

う活動に反映され、それは子どもたちに、喜びや生

彩、そして音楽への集中をもたらしている。「音楽的

な感覚」の生成の教授という特徴は、授業において、

教師のイメージによる説明によって、楽節、パー ト

のかかわり、アクセン トの意味などを内面的なイメ

ージによって理解させようとする点に反映され、そ

れは子どもたちに、楽節を体験的に確かな実感をも

って理解することをもたらしている。「共同の教育」

という特徴は、授業において、子どもたちが皆で修

正 ・批評しながら一つの作品を創 りあげる点、曲を

聴いた感想を述べ合う点、教師が権威的な介入を避

ける点に反映されており、それは子どもたちに批評

の質の高まりやイメージの深まりをもたらしている。

以上の検討から、イェーデの音楽教育論の内実は

以下のように示 される。イェーデは、内面性を回復

させ 「エロスの共同体」の精神を伝えるために、音

楽の生成的 ・創造的な側面および内面的な側面を重

視する音楽教育、すなわち音楽することすべてにお

いて、第一に内面的な緊張の生成が求められ、それ

が 「音楽的な感覚」の生成に結び付けられるという

創造のプロセスの実現を求める音楽教育を実行しよ

うとした。このような音楽教育観を基底とするイェ
ーデの音楽教育の理論は音楽することの理論であり

、

それは、創造における内面的な生成によって子ども

たちの内面を生彩に富ませることを目指すものであ

る。同時に、音楽の原則を理解するための 「音楽的

な感覚」の生成 という体験的な知識を教授すること

によって、子どもたちに音楽の生きた営みを伝達し、

確かな実感を伴ったその理解をもたらそうとするも

のである。そしてこの教育論には、基礎教育におい

ては単純なものから複雑なものへ、創造のための教

育においては子どもの内面から芸術音楽へと導く緩

やかな系統性がある。ただし評価は内面の生彩や緊

張を規準とするため、その内面が音として具現化さ

れた際の演奏の質を問わない教育にっながる危惧が

あるものと考えられる。また 「エロスの共同体」を

実現 しようとするこの教育論は、「共同の教育」とい

う授業スタイルによって、子どもたちどうしの共同

作業と高めあいを促進させようとする側面を持つ。

現代の音楽科教育が「音楽本来の営みに立ち返る」

ために以上の検討から得られる示唆として、次の2

点を挙げたい。1点 目は、音楽することの教育と音

楽についての教育の区別である。音楽することにお

いて生成的 ・創造的であることを追究するイェーデ

の音楽教育論は、理論や知識、音楽の外面的な分析

によって音楽を理解しようとすることを否定する。

その理由は、それらが音楽についての教育に関わる

ものであり、生成的 ・創造的なものではなく固定的

なものであるからだといえる。音楽することの教育

と音楽についての教育の混同は、音楽することを生

成的・創造的でないものにしてしまう可能性を生む。

両者の区別が明確であるとは言い難いわが国の音楽

科においてこの区別の認識は、創造表現という 「音

楽本来の営みに立ち返る」示唆となると考えられる。

2点 目は、音楽することの教育において 「音楽的

な感覚」の生成を教授する点である。このことは、

①常に営みの形でしか存在しない音楽を教育するた

めの、概念的な知識ではない、体験的な知識といえ

る新たな知識の形の提示、②伝達する音楽の種類を

明確にし、その音楽を把握し表現するための感覚を

教授する方法、という2っ の意味をもつ。現代の音

楽科では多様な音楽が扱われているが、それぞれの

音楽の教授方法は明確であるとはいえない。そのた

め、ある音楽を把握 し表現するための体験的な知識

として 「音楽的な感覚」の生成を教授するというイ

ェーデの主張は、現代の音楽科に 「音楽本来の営み」

を実現させるための大きな示唆 となるだろう。

今後の課題としては、①イェーデの音楽教育論に

おけるユニークで、より具体的な方法論を明らかに

すること、②ミューズ教育の理念から得られる示唆

や課題をより明らかにするために、教科横断的な教

育に向った現代のミューズ教育の理論の詳細を明ら

かにすること、以上の2点 を挙げておきたい。
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【修士論文要旨】

職 員 の語 りか らと らえ る児童 養 護 施

設 の支援 実践

一家庭、学校、児童相談所とのつなが りに

着目して一

高橋 菜穂子(TAKAHASHINahoko)

問題と目的

本稿は、児童養護施設の職員へのインタビューを

行い、子どもへの支援を行う当事者の語 りから、実

践のあり方を質的に分析 し、支援実践モデルを構成

するプロセスをまとめたものである。本稿のモデル

構成は、プレ・インタビューと本研究から成る。

児童養護における支援実践は、急速に複雑化する

子どもとその家族の抱える問題に対して、有効な対

応を早急に確立することを迫られてきた。そのため、

実践の具体性や、日常における複雑な対人的機微を

十分理解し、把握するという課題が取り残 されてき

ている。現場の現実と当事者のニーズに沿った形で

支援の理論を打ち立てていくためには、支援実践の

当事者の声を紡ぎ、現場の実践をボ トムアップ的な

視点で理解していくことが求められるであろう。児

童養護の現場で支援を行 う職員の実践へのまなざし

を理解し、それに寄り添いつつ、よりよい支援の方

向性をともに模索していく研究が求められていると

言えよう。

本稿では、児童養護施設をめぐる一連の動向と問

題意識から、児童養護施設の日常生活全般における

子どもと職員のかかわりに焦点を当て、支援実践の

当事者である職員の視点から、その支援実践のあり

方を明らかにすることを目的とし、質的研究法を用

いてデータの収集と分析を行ったD

プレ・インタビュー

プレ・インタビューの協力者は、児童養護施設A

園の主任A先 生である。A先 生は女性で、インタビ

ュー実施時57歳 、勤続年数は10年 である。

KJ方 による分析の結果、児童養護施設職員の支援

実践にっいて3つ の上位グループから成る意味連関

図ができた。3つ の上位グループはすなわち、<子

どもの家族への視点〉、〈児童養護施設における支

援の展開〉、〈退所後の子どもへの視点〉である。

プレインタビューで明らかになった施設の実践の

重要な特徴は、施設職員が、子どもの入所期間だけ

でなく、子どもが退所した後のことを見据え、そこ

へのつながりを意識した支援を行っているという点

である。常に子どもが退所 した後の生活を見通し、

そこから逆算 して 「縦割りの育て方」をすると語ら

れるように、長期的パースペクティブのもとづき、

そのつど、子どもに必要と考えられる支援を行って

いると語られる。従来、職員の担う役割は、施設と

い う枠の中での職員一一子どもの二者関係を中心とし

てとらえられてきた。しかし、職員は、子どもの発

達を取り巻く支援基盤を広くとらえ、将来子どもが

社会に出てからのことを見据え、いかに子どもと他

のシステムとのつながりを生みだすのかとい う目線

で支援を行っている。また、児童養護施設の援助論

では、「自立支援機能」、「家庭援助機能」といった支

援機能がすべて児童養護施設単独の機能要件として

集約されてお り、一方向的に発信されるものとして

とらえられている。しかし、「他のシステムに子 ども

を受け止めてほしい」と語られたように、職員は双

方向的な支援を目指していることが分かる。このよ

うなく他システムとの 「つながりを生みだす」とい

う実践に児童養護施設の支援実践の重要なポイント

が隠れているのではないかと考え、そのあり方を検

討していくことが必要であると考えた。

本研究一問題と目的

っなが りを生みだす実践に着目した研究として、

下山(1997)が、関係概念を主軸 とする臨床援助モデ

ルとして提唱したくつなぎ援助モデル〉があり、さ

らに、それをより日常的かつ広い範囲をカバーする

援助モデルとして援用した谷口(2004,2006)の 「病院

内学級の〈っなぎ援助〉モデル」がある。谷ロは、

生活世界が分断されてしまいがちな病院内学級の子

どもたちに対して、病院内学級の教師が行っている

実践をくっなぎ援助〉モデルとしてまとめている。

本稿では、〈つなぎ援助〉モデルを援用することに

より、広く子どもを取り巻くシステムとのっながり

の中で子どもに対する支援実践をとらえ、そのあり

方を明らかにすることを目指すこととする。

本研究一方法

本研究では、各々の施設の運営方針や環境条件等
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を超え、本研究の対象である児童養護施設の実践に

おいて生成的に発展することの可能な支援実践モデ

ルの構成を目指すという目的と照らし、支援実践の

語りの多様性を確保するため、3つ の児童養護施設

に依頼し、8名 の職員にインタビューを行った。

分析では、プレ・インタビューのKJ法 図解及び、

谷口(2004,2006)の くつなぎ援助〉モデルの配置を

もとに、児童養護施設の支援実践のく基本枠組みモ

デル〉を提示し、インタビューの語りデータを配置

した。配置された語りの中で、典型陸、あるいは多

様陛を備えていると思われるものを慎重に選択 し、

それぞれ具体的実践のあり方について検討 し、支援

実践についての当事者の視点を明らかにした。さら

に、〈基本枠組みモデル〉をく基本構図モデル〉へ

と再構成した。

本研究→結果と考察

1)〈 媒 介 者(メディエ タ )〉としての職員の役割

児童養護施設職員の役割は、子どもへの目常的支

援のく実践者〉であるとともに、子どもを取り巻く

支援基盤のつながりを生みだすく媒介者〉として捉

える直すことができる。〈媒介者 〉とはやまだ

(2009)によれば、「教師一生徒」、「親一子」のように

非対称な役割を持つ者の間で、双方の立場をよく理

解し、ことばを介して場を組織化 しするというよう

な促進的働きを行ったり、意味の言い換えや価値の

ズレをつくりだすというような生成的な役割をとる

者を指す。

分析では、児童養護施設職員が、「m子 ども」

「CW一子 ども」「教師一子ども」といった非対称な

関係の間で、促進的に働きかけ、両者のつながりを

生み出し、対話の基盤を作り出そうとしている様子

が明らかになった。例えば 「(親と)大 人同士の関係

をまず結んで」と語られたように、職員が、児童養

護施設一家庭のつながりを生みだし、対話の基盤を

築き、そこから子ども一親のつながりが組織化され

る様子が明らかになった。これは 「中継点」と語ら

れたように、双方の心情をひとところに向かい合わ

せ、綻びを修復 し、より安定したつながりを生みだ

そうとする立場として捉えることができる。また児

童相談所のCW、 学校の教師といった、支援基盤の

成員へと働きかけ、子どもへの支援を協働 していく

様子もみられた。よって職員は、児童養護施設にお

ける日常的支援の〈実践者〉としての役割に加え、

子どもを取 り巻く支援基盤のく媒介者〉としての役

割を担っていると考えられる。〈基本構図モデル〉

では、〈媒介者〉としての職員の役割を新たにモデ

ルの中に加えることとした。

2)対 話的場所(トポス)

〈媒介者〉の役割によって生みだされるつながり

は、制度的に規範化された役割構造の中で固定化さ

れてあるものではなく、内部者の具体的な実践を通

して自然に発生し、柔軟な再編を繰 り返すものであ

る。例えば、職員が入所している子どもの親と対面

して話すことを通して、長期的なつながりを維持し、

親の成長を見守 りながら親7子 どもの双方を支えて

いくとい う実践が語られた。また、子どもの通う小

学校に積極的に赴き、教師と対話することを通して

つながりを生みだす具体的実践が語 られた。

〈媒介者〉としての職員の生みだすつながりは、

このように、対話の中で生起する柔軟な変化プロセ

スを内包するものである。よって、〈基本枠組みモ

デル〉で示 したような、固定されたシステムのつな

がりを基盤とする支援モデルを修正し、子どもを取

り巻く世界を、さまざまなっながりが生まれては消

え、再編を繰り返すような、変化のプロセスを内包

する場として描くこととした。

やまだ(1988,2009)は 、「人やものの運動や移動や

出来事が起こる領域」、「人やものを関係づける基

盤」として場所を定義し、場所の中に位置づけられ

た人間像の把握のしかたを提唱している。ここでは

やまだ(1988,2009)を参考に、それぞれの支援基盤と

子どものつながりが生起する場 として対話的場所を

描き、子どもを取り巻く世界全体を、さまざまな支

援基盤との対話的場所によって構成される「入れ子」

として描いた。そうすることで、児童養護施設の子

どもを取り巻く支援基盤の間に生起するさまざまな

つながりを、変化プロセスを内包するものとしてと

らえることが可能になると考えられ、より柔軟な支

援実践をとらえるために有効な構図を提示すること

が可能となる。今後、本稿で提示したモデルをもと

に、支援実践の多様なあり方を記述 していくことが

課題である。
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【修士論文要旨】

ナラティヴ ・アプローチから捉える京舞の技能

伝承:参 与観察とライフス トーリー ・インタビ

ューを基に

竹 内 一 真(TAKEUCH-Kazuma)

1.問 題の所在

1-1.問 題 と目的

1970年 代後半以降か ら、実験 室な どの閉鎖的 な状況 で

の実験 結果 にお ける生態学 的妥 当性 を疑 い、人間の生

活 における広 範な状況の 下で思考それ 自体 を問いなす

試み が現れ始 めた。 この よ うな視点 を状況論 的アプ ロ

ーチ と呼び
、環境や状況 、他者 とのイ ンタラクシ ョン

を重視 した研 究が生まれて きた。

学習者 と他者 やアーテ ィフ ァク トとの相互 作用 を問

題 にす る研 究以外 にも、認 知や学習の状況や環境 か ら

切 り離 しえない とい う議論 の中で中心的 な位置 を 占め、

かつ 、心理学 的に理解 され ていた熟練 を生成す る社会

学的文脈 に明確 かつ組織的 に提示 した概念 として正統

的周辺参加 があ る。正統的周 辺参加で は参加 の移行 と

い う点を通 じて技能の熟達 化 とい う視点 を捉 えてい く

ので ある。

こ こまで見て きた状況や 環境 ・他者 との 関係 の中で

教授活動 を とらえよ うとす る心理学的 なア プロー チは

学習 とい う視 点に焦点が あて られていた。そ こで、本

研 究 ではこれ までの心理学 では伝 統芸能 とい う、学校

教育か らみれ ば 「非公式的 な」教育 において 「伝 承者」

が稽古 を通 して伝 える技能 に世代性 、すなわ ち、先行

す る世代か らどの よ うに受 け継 ぎ、後続の世代 に どの

よ うに継承 され てほ しい と意味づけてい るの か とい う

世代 間の関係性 とい う観 点 か ら焦点を 当て、 自 らが受

け継 いできた経 験 を伝 える とい うのは どの よ うな こと

なのか を明示す る ことで、 「教える」 とい う行 為に対 し

て世代 間の 関係性 とい う観 点か ら教育心理学的 な知 見

に新たな視点 を提示す るこ とを 目的 とす る。

1-2,分 析視 座

本稿 では、伝 統芸能を対象 として稽 古での指導 か ら

「何 を伝 えて い るのか」 とい う点を明 らかに し、 そ こ

か ら意 味づ けを伝 承者の語 りか ら明 らかに してい く。

この よ うな伝承者 の語 りによる 「意 味づけ」の意義 は

これ までの技能研 究におい て十分 に議 論 されて こなか

った点 でもある。 そ こで本研究 では この意味づ けを と

らえるた めに、ナ ラテ ィヴ ・アプ ローチ を採用 し、当

事者 の経験 の組織 化 を世代間 の関係性 とい う観点 か ら

明 らかに してい く。

また、 このよ うな世代間 の関係性 とい う視座 は これ

まで発達心理学 において十分 に明 らかに されて こなか

った点で もある。 本研 究 では参 与観 察を通 じて伝 承者

一 弟子の 関係 の中で 「今 ・ここ」 で伝 わ る技能 を明 ら

かに し、 同時に世 代間の 関係 とい う観 点か ら伝承者 の

技能 に関す るナ ラテ ィヴを明 らかにする ことで技能伝

承にアプ ローチ してい く。

2.方 法

2-1.研 究協力者

本稿で は京都 市左 京区で伝承 され ている京舞 の流派

のひ とつで ある篠 塚流の家元、篠塚瑞穂 氏 を対象 とす

る。京舞は江戸 で完成 された長唄 を中心 とす る歌舞伎

舞踊に対 して、京都 ・大阪の上方 を中心に舞われ てき

た地唄を伴奏 とす る座 敷舞 を中心 に舞 を伝 えてい る流

派である。

2-2.方 法

本稿 では参与観察 とライ フス トー リー ・イ ンタビュー

を合 わせ て行 う。

参与観 察で は観察 とイ ンタビュー をあわせ て行 ってい

る。観 察で は瑞穂氏 と弟子 とのイ ンタラクシ ョンに関

するデー タを取得 し、分析す ることを通 じて 「稽古で

伝 えてい る技能」 を明 らかにす る。 この観 察に よって

得 られた 「稽古で伝 えてい る技能」 に関 して分析 を行

い、同時にイ ンタ ビューに よって どのよ うな意図で指

導を行ってい るのか、 とい う 「稽古 での指 導にお ける

意 図」を明 らか にす る ことで、 当事者 の視 点に沿 った

分析 を 目指す もので ある.

そ して、 ライ フス トー リー ・イ ンタ ビュー では世代間

の関係性 とい う観点 か ら質問 を行い、瑞穂 氏が熟達 に

したがって、 どの よ うに関係性 の意味づ けを変化 させ

てきてい るのか とい うことを明 らかに している。

3.結 果

3-1.参 与観察

「基本 とな る動 き」、 「神経 の行 き届いた動 き」、 「滑 ら

かな動 き」、 「心入れ」 とい う四つの技能 を伝 えてい る

ことが明 らか となった。

「基本 とな る動 き」で は 「個 々の舞の順番 を覚え る」

こ とと 「舞 において基本 となる形 を覚 える」 こ との二

つ が重視 され る。稽古 では初 めて舞 うよ うな演 目では

最初 に 「個 々の舞の順番 を覚 える」 とい うこ とが重視
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され 、指導 され る。 また、「舞 において基本 となる形」

は弟 子 とのや り取 りの中で瑞穂氏 によって指導 され て

いる。

「神経の行 き届 いた動 き」では 「腰 を締 めて動かす 」

とい うこ とと、 「手を遊 ばせ ない」 とい う二っの点が伝

え られ る。特 に 「腰 を締 めて動 かす 」 とい う動作 に関

しては弟子の動 きで腰 が浮い て しまった りした際 に常

に瑞穂 氏が声 をあげて、直す よ うに稽 古において指摘

が飛 んでい る。

「滑 らかな動 き」 では 「足」や 「首」、 「腕 」、 「扇子 の

使い方」な ど多様 な側 面において滑 らか さをもって舞

うよ うに指導が な されてい る。例えば、 「肩 」に関 して

の滑 らかな動 きで は腰 を使 って肩 を動 かす ことで滑 ら

か さを作 り出す とい う点 に こだわ りをもって伝 えてお

り、弟子 と何度 ともな くそれはだめだ 、よい、な どと

い う評価 を与 えなが ら自らの滑 らか さの価 値観 を伝 え

ていた。

「心入れ」 では 「心情 に関連す る動作」、『 「もの」の

表現 に関す る動作』、 「風 景を表現す る動作 」な どが指

導の 中で伝 え られている。例 えば、『 「もの」の表現に

関す る動作』 では 「扇子 に文 字を書 く」 とい う動作が

あるが、弟子が現代 のよ うに右 か ら左 に書 いていたた

め、そ うで はな く、左か ら右 に書 く体で と指 導がな さ

れ、 「書 く」とい う行為がその時代その情景 に合 った形

で 自らを律 して舞 うように指導 されて いたのである。

3-2.ラ イ フス トー リー ・イ ンタビュー

瑞穂氏 は若 い時 に父親 の伝 える舞 を極 めてネガテ ィ

ヴに意味づ けていた。瑞穂氏が このよ うに父親 を評価

す るのは一方 で当時の 日本舞踊 の大 きな変化 があった

と語 る。瑞穂氏 が過 ごした、そ して現在 も過 ご してい

る時代は 日本舞踊 自体が 「技巧的 に」大 きく変化 した

時代で もある。 この よ うに 日本舞踊 全体の技巧的 な方

向への変化 と篠塚 とい う簡素 な舞が対 比的 に捉 え られ

る ことで、父親 の舞 の 「淡泊 さ」が強調 されてい るの

であ る。 この よ うな背景があ ったた め、瑞 穂氏 は 自身

の父 が伝 えて いた篠 塚 とい う流儀の 中に技巧的 な部分

を取 り入れ、 「淡泊 さJに 抵抗 してきた と語 るのである。

そ して、瑞穂氏 が年齢 を重ね る中で、父親の伝 える

舞 を 「淡泊」 とい う意 味づ けか ら、「味 がある」 とい う

ポジテ ィ ヴな意味づ けに変化 させてい る。瑞穂 氏の語

りか ら複雑 さを追求 して きた現在の 日本舞踊 に対す る、

ある種 のカ ウンター と して 「篠 塚流」 の意義 を見出 し

てい るこ とがわか る。 しか し、父親の伝 える、ただ素

朴 さを追 求す るとい う舞 は、 そのま までは受 け継 ぐこ

との できない、父親 だか らできた もの とい う意 味づ け

を した うえで、瑞穂 氏 自身は技巧 的な動 きができた う

えで、無駄 な動きを削 ぎ落 とす とい う観 点 か ら篠塚流

の意義を新たに見出す。

意味づ けの変化を経て 、瑞穂氏 は弟子に対 して、篠塚

の特徴 も言 え るシ ンプル さ、素朴 さを技巧的 な動 きも

できた うえで受 け継 いでほ しい と意 味づ けて いる。

4.考 察

4-1.イ ンタラクシ ョンを通 じた技能の伝承

これま での伝 統芸能の習熟 にお いては 「模倣 」によ

って学ぶ と指摘 されて きた。 この よ うな伝統芸能 の教

育を伝承者 の視点 か らとらえた ときに、伝 承者 はただ

真似 させて いるのではな く、多様 な技能 を弟子 との関

係性 の中で伝 えているこ とが あき らかとな った。

また、伝承者 が 自らの技能 を伝 え る際に は弟子 の動

きに対 して繰 り返 し間違 えを伝 えた りす るな どのこだ

わ りをつ うじて 、瑞穂 氏の捉 える 「滑 らか さ」 などの

技能 が どの よ うなものなのか を伝 えてお り、 このよ う

な意 味で伝 えて いる内容 と伝 え方 とい うのは切 り離せ

ないこ とが明 らか とな った。

4-2.技 能伝承 にお ける世代間の関係性 とい う視座

瑞穂氏 自身が師匠 か ら単純 に篠塚 とい う流儀 を受け

継 いでい るわ けで はな く、そ こに は現在 の 日本舞踊の

流れ の中での葛藤 な どを経験 しつつ 、そ の上で篠塚 と

い う流儀 に新た に意味 を生成 し、世代間 の関係 の 中に

自 らを位 置付 けて いる。 この よ うに世代 間の関係性 自

体が瑞穂 氏の人生 の中で変化 してい くこ とを通 じて、

篠塚 とい う流儀を継 承 しているのである。

そ して、 この よ うな葛藤や苦 しさを経た うえで、新

た に生成 した意味 を後続す る世 代に伝 えて いるのであ

る。

4-3,総 合考察

「今 ・こ こ」 で伝 え られ る非 常に多様な技能 はあ く

まで弟子 との関係性 の 中で伝 え られ るので あ り、その

意味で どのよ うに伝 えてい るのか とい う点 と何 を伝 え

ているのか とい う点 は切 り離せ ない。

そ して、瑞穂氏 の篠 塚 とい う流儀 で葛藤 しつつ新た

に生成 させた意味づ けは弟子が 「今 ・こ こ」で伝 えら

れ ている技能 を習熟 し、篠 塚流の後継者 となってい く

中で受け継 いでい く必 要があ るものなのであ る。 この

よ うに考 えるな らば、世 代間の関係 とい う中に 「今 ・

ここ」で伝 えられ ている技能 とい うのが埋 め込まれて

いると言 えるのであ る。
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【修士論文要旨】

オース トラリア ・ビク トリア州におけ

る教員の質保証 システム
ー任期付き採用教員の正式採用プロセスに

焦点を当てて一

中 陽佑(NAKAYosuke)

今 日、世界各国で教員の質の保証を確実に行 うた

めの方法が模索されてきている。日本においては、

現職教員が大量に定年退職の時期を迎えたために、

新卒教員の大量採用が始まり、質の高い新卒教員の

確保が困難になってきている。また、新卒採用教員

の離職率も平成16年 度以降急激に上がってきてい

る。このような現状を考えると、日本においても、

特に新卒採用教員の質保証は大きな問題となってい

るといえよう。

この問題に対 して大きな示唆を与えうると考えら

れるのが、オーストラリア ・ビクトリア州における

教員の質保証の取り組みである。本論文では、1年

間の任期付きで採用される新卒教員の、正式採用へ

の応募をサポー トするプロセス(以 下、ビク トリア

プロセスと称す)に 焦点を当てて考察を行った。 ビ

ク トリア州では、教員資格を持っているがそれまで

教員として教壇に立ったことがない採用1年 目の教

員(以 下、任期付き採用教員と称す)は 、全て1年

間の任期付きで採用され、その1年 間を通して正式

採用に応募するための特別なプロセスを受けなくて

はならない。そのプロセスの内容や提出書類として

用いられているColectionofEvidence(実 践証拠事

例集)の 理論的背景、歴史的系譜、使用法を検討 し

た。加えて、ビクトリア州にて、教員養成や正式採

用の決定、教員のライセンス更新の際に用いられて

いる、教員の専門的実践力のスタンダー ド(以 下、

ビク トリアスタンダー ドと称す)の 特徴や、使用者

による内容面の違いについても考察を行った。

ビクトリア州を取り上げたのは以下の3点 の理由

からである。1点 目は、ビクトリア州で2003年 よ

り導入されている現行のビク トリアプロセスは、オ
ース トラリアで初めて導入されたオリジナルのもの

であるということである。2点 目はプロセス導入以

降、毎年、評価組織によって外部評価が行われてき

ており、プロセスの質や信頼度が高いと考えられる

ことである。そして3点 目は、プロセスの参加者か

らの意見や時代背景を踏まえたプロセスの改訂が何

度も行われてきてお り、実践的で使いやすいものに

なっていることである。

日本におけるビクトリア州の教育に関する研究は、

佐藤博志と宮田仁のものが主なものである。 しかし

双方 とも制度の紹介に重きが置かれてお り、プロセ

スやスタンダー ドの理論的背景、歴史、実際の運用

内容に関する検討はなされていなかった。本論文で

それ らを行うことによって、教員の質保証、特に新

卒採用教員の資質向上についての示唆が得られると

考えた。さらに、ビク トリアスタンダー ドのベース

となったアメリカのダニエルソンモデルと、ビクト

リアスタンダー ドモデルとの内容面の違いを追うこ

とで、教員の質保証の際に重要視されてきた要素を

見出すことができるため、日本において類似するプ

ロセス、教員用のスタンダー ドモデルを作成する際

などに、参考にし、学べるところも多いと考えた。

ビクトリア州において、このビク トリアプロセス

が導入された理由は以下の3点 であった。1点目は、

教員 という高い専門的能力が必要とされる複雑な仕

事において、新規採用教員をサポー トするためであ

った。2点 目は、新規採用教員と指導や助言を行 う

メンターと呼ばれる指導教員との間に、よき人間関

係を構築するためであった。このプロセスでは、任

期付き採用教員1人 に対して基本的に学校から1人

のメンターが提供されるが、その指導過程を通して

人間関係を築くことができ、それは正式採用を得た

後も継続される。3点 目は、新規採用教員の離職を

食い止めるためである。採用した教員がすぐに辞め

てしまうことは、多額の補助金を州内の大学に提供

し、教員の養成を支援 しているビク トリア州として

も大きな損失であり、このプロセスを導入 して1年

間サポー トを行っていくことで離職率の低下を図ろ

うという狙いがあった。

本論文では、まず第一章で、ビク トリア州にて教

員登録を管轄 し、その質保証を行っているVictorian

InstituteofTeaching(以 下、VITと 称す)の 設立

過程について検討 した。ビクトリア州においては、

VITの 設立を契機に、教員の質保証の枠を州立学校

の教員のみでなく、カ トリック学校や私立学校の教

員にまで広げて教員の質保証を行お うという意図が

あり、そのように管轄の範囲が拡大された。そして、

これまで1つ にまとめられていた教員評価の目的が、
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教員が雇用に関する契約義務をきちんと果たしてい

るかどうかを確かめること、教員が必要とされる専

門的スタンダー ドを満たしており、どの学校におい

ても教員として働く資格を有しているということを

保証することの2つ に分けられ、前者は雇用主、後

者はVITが 責任を負 うという役割分担が行われた。

さらに、ビク トリア州の教員質保証制度についても

考察し、教員志望の学生、採用1年 目の任期付き採

用教員、そして正式採用後の教員の評価にビクトリ

ァ州共通のスタンダー ドを用いることで、一貫した

教員の質保証、能力成長への取 り組みが行われてい

ることも分かった。

第二章では、ビクトリア州における任期付き採用

教員の正式採用のプロセスについて検討し、その導

入背景と理論的背景を明らかにした。その中で、ビ

クトリア州では2002年 以降、全ての新規採用教員

は任期付きで採用されるという形に変更されたこと

が分かった。その理由として、大学で取得 した教員

資格が必ずしも教員が実際の現場で教える能力を持

っていることを証明するものではなかったこと、多

くの専門職では、通常、独自に設けられたインター

ンシップを満足できる内容で修了するまでは正式採

用を与えないのに、教員にはその制度が無かったこ

とがあげられる。

それを受けて作成が始まったビク トリアプロセス

には、オース トラリア国内 ・海外含め複数のモデル

が参照されているが、理論的に主に参考にされたの

は、アメリカのダニエルソンという研究者によって

開発されたPRAXISLI/Pathwiseと いうモデルであ

った。ダニエルソン自身もコンサルタントとしてビ

ク トリアプロセス ・スタンダー ド作成に関わってお

り、著書の内容から2000年 に出版された 『専門的

実践力を高めるための教員評価』をビク トリアプロ

セス ・スタンダー ド作成の指針とし、1996年 に出版

された 『専門的実践力を高める;授 業のための枠組

み』をそれらの理論的根拠にしたと分析した。1996

年の著書で提示されているスタンダー ドモデルの内

容の中には、ビクトリアスタンダー ドと関わりのあ

る内容が多いという事実も、この分析を裏付ける証

拠として指摘された。

さらに、ビクトリア州にて教員の質を定義したビ

クトリアスタンダー ドについて、教員志望の学生と

任期付き採用教員、正式採用後の教員 とではスタン

ダー ドの使用法が異なることと、用いられているス

タンダー ドの詳細部分に違いがあることが分かった。

これは、基本的に授業を受けて学んでいる学生と、

実際に学校の具体的な場面で指導を行っている教員

とでは評価できる内容やその評価方法が異なってく

るためであるということが提示された。

第三章では、任期付き採用教員の正式採用プロセ

スの実態について分析 した。プロセスにおいて、

ColectionofEvidenceと 呼ばれている細かくシス

テム化された書類を用いることは、任期付き採用教

員の能力を効率的に上げるだけでなく、メンターと

呼ばれる指導教員、校長にとっても指導 しやすいと

いう点でメリットがあることが分かった。一方で、

報告書の分析より、任期付き採用教員の負担の多さ

やメンターの提供不足、内容について検討すべき点

がいくつか指摘された。しかし、参加者から高い満

足度を得ていることは確かであり、今後も現行のプ

ロセスに改定を加えながら運営 していくことが望ま

しいと結論付けることができた。

ビクトリア州の教員の質を保証する取 り組みは、以

下の3点において、教員の質保証制度一般について示

唆を与えうる。1点 目は、教員に必要とされる能力を

スタンダー ドという形で明文化してまとめ、それを満

た しているかどうかで教員としての資質を測るとい

うビクトリア州の考え方である。求められる資質能力

を細かく文章化して提示することで、教員自身が自分

にどの能力が足りないのか容易に見出すことが出来

るため、資質改善の計画も立てやすくなるという点で

優れている。2点目は、教員採用の1年 目を任期付きの

採用とし、先輩教員からのサポー トを受けて自己の能

力発達を行うことができるというプロセスである。新

規採用教員にとっては新 しい職場の環境に慣れやす

くなるという点、先輩教員からたくさんの実践的なア

ドバイスをもらえるという点、そして職場内での人間

関係を作ることができるという点で多大なメリット

がある。3点目は、ベースとなる1つの教員評価理論か

ら、その国の現状に合わせてモデルを改良して作成で

きるとい う点である。教員の質を保証するビクトリア

州のようなプロセスを他国に導入 しようとすれば、当

然その国の実態に合わせて改訂される必要がある。べ
一スとなったアメリカのダニエルソンモデルからビ

ク トリアプロセス・スタンダー ドへの変遷 と導入過程

を見ることは、その具体的な流れを掴むのに役立つと

いえる。2003年 のプロセス導入以降、ビク トリア州

は毎年プロセス参加者からの意見を分析して、時代や

参加者の現状に合わせてプロセスの改定を行ってき

ており、今後の改良が注目される。
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【修士論文要旨】

1930年 代 に おけ るデ ュー イの コ ミュ

ニ テ ィ ・ス クー ル論

クラップによるコミュニティ ・スクー

ルの実践を手がか りに

藤 村 彩 夏(FUJIMURAAyaka)

本稿 では、1930年 代 にお けるデ ューイの コミュニテ

ィ ・ス クール論 を考察 した。その際の手がか りとして、

デ ュー イの 教育 哲学 の影 響 を受 けた ク ラ ップ(Elsie

RipleyClapp)の 実践を取 り上げた。

デ ューイ の コ ミュニテ ィ ・ス クール論 は学校 とそれ

を取 り巻 く社 会環境 との結 びつきに関心 を向けて展開

され たものであった。理論 においては、学校 とコ ミュ

ニテ ィの関係 について多 くの ことが言われて いるが、

その 関係 を実際に築き上 げた ものは少 ない。 その点、

クラ ソプの実 践は、実際 に行 った ことと、それ を行 っ

た方法 が示 され てお り意義深 い、 とデ ューイ は述 べて

い る。 この よ うにデューイ は、クラ ップの実践 を高 く

評価 した。先行研 究において も、クラ ップの実践 の中

に、デ ューイ の進 歩的な教育 の影響 が見て取れ る とい

うことが明 らかに されて いる。

しか し、そ のよ うな研 究で は、クラ ップの実践 の概

要 は示 されて いる ものの、学校 とコ ミュニテ ィが どの

よ うに関係 を構築 していった のか とい うことや、そ の

ため に学校が どの ようなカ リキュラムを編 成 し、展 開

してい ったの か とい うことにつ いて まで明 らかに され

ていない。 ま た、デ ュー イの影響が どのよ うな点 に見

られ るのかにっ いても触 れ られてい ない。 そのた め、

クラ ソプの実践 を具体的 に検討す るこ とは、デューイ

の コミュニテ ィ ・スクー ル論 を考察す る上で手がか り

を与 えてくれ るだろ う。

そ こで、第1章 では、デューイの思想か らコ ミュニ

テ ィ ・スクール 論の成 立 と全体像 を明 らかに した。第1

節で は、1930年 代にコ ミュニティ ・スクールの必要性

が主 張 され る よ うになった背景を概観 した。 その背景

には、1929年 に始まる世 界恐慌 によ りアメ リカの資本

主義経 済が崩 壊 した こと と、そ こか ら 自由放任的 で個

人主義 的な経 済秩序 の反省 へ と向か った ことがあった。

さ らに、当時 流布 してい た個人主義的 な進歩主義 教育

への批判 もあいま って、デ ューイは コ ミュニテ ィ ・ス

クールの必要性を主張するよ うになったので あった。

第2節 で は、デ ューイが理想 とした学校像 お よびそ

の学校 とコ ミュニテ ィ との関係 に言及 し、社会 的機 能

とい う観点 か らコミュニテ ィ ・スクール が担 う役割 を

明 らかに した。 デューイは、学校 の役割 と して 、勇気

あ る知性 と責任 の もとに未来 の社会 的秩 序決定 に参加

す ることを挙 げた。そのた めには、まず 教師が社会 問

題 に接近 しなけれ ばな らない とし、そ うす るこ とで、

学校は コ ミュニテ ィの問題解決 に積極的 に貢献で き、

社 会秩序 を打 ち立て ることがで きる と主 張 した。 これ

を学校 の社会的機 能 と呼び、その よ うな機 能 を果す学

校 を理想 とした。 また、家庭や地域 との 実践的提携 に

よって、学校 は社 会的機 能 を十分 に発揮す ることがで

きる とし、学校 とコ ミュニテ ィとの 関係 を双方向的 な

もの として とらえていた ことが明 らかになった。

第3節 では、コ ミュニテ ィ ・スクールが コ ミュニテ

ィ との双方 向的な 関係 を形成 し、社会的機能 を発揮す

るために、 どの よ うなカ リキ ュラム を想定 していたの

か を明 らかに した。デ ューイは、社会的秩序 を打 ち立

て るのは、集団全体 を推進 させ る精神で ある とし、そ

の ためには個 人の社会的統制 が必要であ る と考 えた。

さらに、 この統 制の根源 を共 同体生活の 中に見 出 し、

そ の重要性 を指摘 した。 それ ゆえ コ ミュニテ ィの生活

経験 を通 した教育の実現 が図 られた。そ こでデ ューイ

は、様 々な生活経 験の 中か ら、連続性 と相互作用 の原

理に よって教育 的価値 のある経験 を識 別 し、それ を教

育内容 と して組織 化す ることを重視 した。 特 に、現代

の生活 は科 学的応 用の産物 で成 り立ってい るため、科

学的 に組織化 され たカ リキュラムの重要性 を強調 した。

そ こで注 目すべ き点 と して、組織化す る ことが 目的 と

してではな く、社 会関係、独特 な人 間的な繋 りや結合

力を理解 し、一段 と知的 に秩序づ ける手段 として 見な

されていた こ とを挙げた。科学的 に組織化 された カ リ

キ ュラムの学習 を通 して、デ ューイ は子 どもた ちをコ

ミュニテ ィの生活 のみな らず、 よ り広範 な世界へ導 こ

うとしたので あった。

第2章 では、 クラップが2っ の地域で行 った実践 を

分析 し、彼女の実践 が本当にデ ューイ の理論 を具体化

した ものなのか を検討 す るとともに、 コ ミュニテ ィ ・

スクールの実態 を具体的に浮かび上が らせ た。 第1節

では、ロジ ャー ・クラー ク ・バ ラッ ド・メモ リアル ・

スクール の実践 を取 り上 げた。 その実践か ら、ク ラッ

プはコ ミュニテ ィ ・スクール の根 本に共有 とい う原理
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を見 出 し、それが どの よ うな ものなのか を理解す るに

至っ たことを明 らかに した。学校 は コミュニ ティの生

活や関心 を認識 した上でその地域 の人々 と協 同 し、子

どもた ちや大 人た ちの生活 に影響 を及ぼす コ ミュニテ

ィ問題 とニー ズに対 し、教育的 に働 きか けなけれ ばな

らない。 このよ うな協同的 な活動 を想 定 した学校 が社

会的 に機 能す る学校 であ り、 それ こそ が コ ミュ ニテ

ィ ・スクールの本質であ り機 能だった ことが分かった。

第2節 では、バ ラッ ド ・ス クールの実践 を土台に展

開 されたアー サーデール ・コ ミュニテ ィ ・スクールの

実践を取 り上げた。そ こで編成 されたカ リキ ュラムは、

コ ミュニテ ィの関心事に貫かれ てお り、真 に差 し迫っ

た問題 がカ リキュ ラムの構成要素 にな ってい た。 さら

に、 クラップは、 コミュニテ ィのニーズに応 じるだけ

でな く、生活 の中に浸透 して いる科 学や文化 的遺 産を

カ リキュラムに組 み込む こ とによって、子 どもたちの

成長 も期待 していた。 このよ うな学習 を通 して、子 ど

もた ちは 自分 自身 の生活の意味や周 囲の環境 との関係

を理解 し、 コ ミュニテ ィの生活 に積極 的に参与す るよ

うにな って いった。 この取組み は協 同的な企 て として

認識 され、学校 とコミュニテ ィが双 方向的 なプロセス

を含む相互的 な関係 を形成 していた ことが明 らかにな

った。

これ らの実践 を基 にデ ューイ のコ ミュニテ ィ ・スク

ール 論 を考察 した。 彼が理想 と した学 校 とコ ミュニテ

ィの関係 は、 クラ ップの実践 にお いて、 コ ミュニティ

の取組みや 関心事 を共有す るこ とによってそ の関係 を

形式 的な もの に とどめず 、双方向の プ ロセス を含む相

互的な もの と して実現 されていた。そ こで編成 され た

カ リキ ュラム は、 コミュニテ ィの問題や ニー ズに応 じ

る ことは もちろんの こと、子 どもた ちの成 長 にも寄 与

する もので あった。 個人の社会的統制 を重視 したデ ュ

ーイ は
、 この よ うな学習 を通 して、子 どもた ちが コ ミ

ュニテ ィに共通の 目的に向かって一緒 に活 動す る意味

を解釈 した り周囲 の社会環 境 との関係 を理解 した りす

るこ とを期 待 した。 そ して、子 どもた ちを コミュニテ

ィの生活 に とどめるのではな く、 よ り広範 な世界 に導

こ うとした。 この よ うに、コ ミュニテ ィ との関係 を築

きなが ら、カ リキ ュラムを編成 す るこ とによって、デ

ューイ は学校 が未来 の社会 秩序 決定に積極 的に参加す

る道 を切 り開いたのであった。

以上 か ら、デ ューイ は学 校 とコミュニテ ィの連 携 を

単に主張 しただけではな く、学校 とコ ミュニ ティは双

方 向的なプ ロセ スを含 む相互 的な関係 にあるべ きだ と

主張 してい たことが明 らかになっ た。その主 張の中で

は、コ ミュニテ ィが学校 に どう関わ ってい くのかだけ

で はな く、学校が コ ミュニテ ィに ど う関わ ってい くの

か にっいて も論 じられ 、学校 とコ ミュニテ ィとの連携

の在 り方 について具体 的な主張が展 開され ていた。ま

た、クラ ソプに よる実践 は、学校 とコ ミュニテ ィが双

方 向の関係 にあ る重要性 を認識 し、そ うい った関係 を

築 くよ うに取 り組 まれ た点で、デ ューイの理論 を具体

化 した もので あった といえる。 学校 とコ ミュニテ ィと

の 関係 が構 築 され てい くプ ロセスが 、実践す ることに

よって具体的 に示 されていた。

最後に今後の課題を2点 挙げた。1点 目は、教材の組

織化 に関す る問題で ある。本稿 では、科学 の とらえ方

にお いて、 クラソプ はデ ュー イの理論 を乗 り越 えよう

とす るものであ った と考 察 した。 しか し、彼 女 自身教

材 の組織 化 について の困難 を指 摘 してい る点は見落 と

せない。 この点に関 しては今後検 証す る必要 がある。

2点 目は、先行研究 にお いて指摘 された よ うな、クラ

ップ は民族 や階級 の問題 を軽視 したた め、彼女 の実践

は限 られ た環境で しか実現 しえない もので あった とい

う批判 に応 えることで ある。 そのた めには、ク ラップ

が どの程度 民族 や階級 といった問題 を重視 し、意識的

にカ リキュ ラムに組み込 んで いたのかを今後検証 して

い く必要 があ る。 また、デ ュー イに関 して も、カ リキ

ュラムを編 成す るに あた って 民族 や階級の 問題 を どの

よ うに扱 っていたのか につ いては明 らか にできていな

い。その ため、今 後は民族や階級 といった観点 か らデ

ューイの コ ミュニテ ィ ・スクール論 を考察す る必要 が

あ る。
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【修士論文要旨】

西郷竹彦の文芸教育理論の検討

一 「せりあがる授業」の分析を通して一

山 本 はるか(YAMAMOTOHaruka)

本稿では、文芸教育研究協議会(以 下、文芸研)

の代表を務める西郷竹彦(1920-)が 構築 した文芸

教育理論を取り上げた。西郷は文芸作品を科学的に

研究する学問が必要であるとの問題意識から、40年

の歳月をかけて西郷文芸学を構築してきた。また文

芸研方式と呼ばれる授業方式を打ち立て、文芸教育

論の研究を続けてきた。西郷文芸学 ・文芸教育論の

研究 ・実践と相まって、西郷は国語科の各領域(文

芸、説明文、作文、読書、言語 ・文法)の 指導を相

互に関連づけるために、すべての領域に共通する「認

識の方法」を発達段階にそって系統化 した教育的認

識論を構築した。これら西郷文芸学 ・文芸教育論 ・

教育的認識論を柱とした教育理論を、本稿では西郷

竹彦の文芸教育理論と呼んだ。

西郷の文芸教育理論について、足立悦男は、戦後

日本の国語教育界を支配してきた 「文学作品の読み

方教育に関する対立する2っ の立場とは異なる性格

をもつもの」であると指摘 した。2つ の立場とは、

文学作品の解釈が作品の内部構造に規定されるとい

う立場と、読み手である学習者に規定されるという

立場である。前者は客観主義的な読みを支持し、作

者の意図を探る学習課題を提示した。 しかしながら

作品の読みが客観的にただ1つ であることを主張す

るあまり、教師の解釈に向かってたくみに誘導する

授業 となる可能性があった。一方、後者は主観主義

的な読みを支持し、子どもたちの恣意的な読みを放

任 しているととれる授業を展開する場合があった。

西郷は客観主義・主観主義的な読みをともに批判 し、

「真に主体的創造的な読み」を確立するために、「読

みにおける誤 りをさけ、よりゆたかに、よりふかい

読みを保障するための」体系的な文芸教育理論を構

築してきた。足立はこの西郷の文芸教育理論に、2

っの立場を乗 り越える可能卜生を見出したのである。

しかしながら、西郷の 「注文の多い料理店」の授

業を分析した鶴田清司と柴田義松は、西郷が授業中

に用いた手立てによって子どもたちの解釈が固く方

向づけられてしまったのではないかと疑問を投げか

けた。2人の指摘は、「西郷の授業は客観主義を乗り

越えられていない」ことへの指摘であるが、そうし

た問題を生み出す原因の解明とそれを乗り越えるた

めの具体的な方策は提示されていない。そこで本稿

では、西郷の文芸教育理論自体の検討と、その理論

にもとつく実践の検討を行うことでこの課題に迫っ

た。なぜなら、これ ら2つ の側面から検討を加えな

ければ、理論自体に弱さがあるのか、それとも実践

上の手立てに問題があったのかを解明することがで

きないからである。この課題に取り組むにあたって、

「せりあがる授業」という概念に着目した。「せ りあ

がる授業」が、西郷の文芸教育理論の概念を一連の

授業のあり方として具体化したものだからである。

第1章 では、「せりあがる授業」の目的と手立てを

整理するとともに、「せりあがり」の具体像を明らか

にすることで、西郷の文芸教育理論を検討した。西

郷は、70年代に注目を集めた 「わかる授業」の追究

には、「教師の教材解釈の固定化」と「教え込む授業」

という2つ の危険性が潜んでいることを指摘すると

ともに、「虚構論」を提唱し、文芸教育における客観

主義を否定した。 さらに、子どもたちに西郷文芸学

を用いて主体的に作品を解釈させ、互いの解釈を「相

対化」させることで主観主義に陥る危険性を回避 し

ようとしたD「せ りあがる授業」とは、西郷のこうし

た問題意識を背景として、客観主義と主観主義をと

もに乗 り越えることを目的とした授業であった。

つぎに 「せりあがる授業」を実現するための手立

てを明らかにした。「せりあがる授業」を実現するた

めには、「教材の特質」「学年の課題」「学級の実態」

の3つ の条件からくねらい〉を定めた 「めりはりの

ある授業」と、「文芸研方式」により子どもたちの解

釈を 「ひきだす授業」の展開が必要であった。

つづいて、「せ りあがり」の具体像を明らかにした。

西郷は 「せりあがり」の意味として次の3点 を主張

していた。1点 目は「たしかさ→ゆたかさ→ふかさ、

とせりあがる授業」、2点 目は 「《たしかめよみ》よ

り必然的に《まとめよみ》へせ りあがる授業」、3点

目は 「教師もともにせりあがる授業」であった。こ

の 「せ りあがり」の3つ の意味を授業の分析視角と

することで 「せりあがる授業」が実現されているの

かどうかを検証することができることを指摘 した。
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第2章 では、西郷の 「注文の多い料理店」の授業

を 「せ りあがる授業」という観点から分析 した。西

郷の授業では、「読解をこえた、認識のカを育てる」

こと、「作品の思想を支える構成を読ませる」ことと

い う2っ のくねらい〉を設定することによって、

「めりはりのある授業」が展開されていた。さらに

西郷は、文芸研方式にそって文章の内容や構成にも

とついた発問を行なうことで、二人の紳士に対する

同情と否定という多面的な解釈をひきだしていた。

この授業展開により、「たしかさ→ゆたかさ→ふ

かさ、とせ りあがる授業」、「《たしかめよみ》より

必然的に《まとめよみ》へせ りあがる授業」が達成

されていた。具体的には、「お」という敬語の使い方

にもとづきながら、山猫の子分の意図を理解 し、自

分の読書体験の意味づけを行 うことができていた。

しかし、「教師もともにせりあがる授業」は実現さ

れていなかった。なぜなら、西郷の解釈がゆさぶら

れることはなく、また子どもたちも自覚的に西郷の

解釈を相対化できていなかったからである。このよ

うに、西郷の授業において教師の指導性が強く発揮

されてしまったのは、飛び入り授業という制約が大

きな原因であった。 したがって、西郷の授業に見ら

れた課題が西郷の文芸教育理論にもとつくものなの

か、それとも実践における手立ての弱さにもとつく

ものなのかを明らかにするために、飛び入り授業と

いう制約がない授業を分析することが必要であった。

そこで第3章 では、「せ りあがる授業」として紹介

されている、千葉文芸研辻恵子会員の授業に注目し

て検討を進めた。辻会員の授業では、子どもたちは

お互いに感想や疑問を出しあう中で、作品の分析を

的確に行うことができていた。

辻会員がこのような授業を展開できた理由を探る

ため、辻会員の普段の国語の授業に注目した。辻会

員は西郷が提唱した 「関連 ・系統指導」「虚構の作文

指導」という理論に則 り、文芸教材、説明文教材、

作文指導を、「認識の方法」を用いて互いに関連づけ

て実践していた。また子どもたちの作文を読み合う

授業を行い、子どもたちが自分の考えを表現できる

力、その表現の効果を分析する力を形成していた。

このように、西郷の提唱 した 「関連 ・系統指導」

「虚構の作文指導」を具現化することにより、西郷

の課題を乗り越えていた。ここから、西郷の実践上

の課題を乗り越える条件は、西郷の文芸教育理論の

内部に整えられており、西郷の理論を十分に実践に

活かすことによって、西郷自身が受けた実践上の批

判を乗り越えることが可能であると言えた。

以上の検討を通 して、先に示した鶴田と柴田の指

摘は、西郷の1つ の教材をもとにした授業の分析に

おいては妥当であるが、西郷のめざす長期的な視野

をもった、国語科の各領域の関連 ・系統指導を踏ま

えた文芸の授業像から見ると、一面的な指摘である

と言えた。文芸教育理論と文芸の授業や、作文指導

などとの関わりを、会員の実践を検討することで、

西郷の文芸教育理論のもつ客観主義と主観主義をと

もにのりこえる可能性を見出すことができた。

ただし、このように可能性を秘めた西郷の文芸教

育理論ではあるが、西郷が乗 り越えるべき課題が2

点あることも指摘した。1点 目は、「教師もともにせ

りあがる授業」を実現するための手立ての明確化で

あった。子どもたちが自覚的に 「認識の方法」を使

用できるようになるための手立てや、教師の解釈を

どのような形で子どもたちに提示するのかといった

点についての検討が必要であることを指摘 した。

2点 目は、「質の違いを明記 した評価指標を構築す

ること」であった。西郷は作品の解釈における質の違

いを明らかにしようと試みているが、その指標が明確

に示されていないため、その判断が教師の主観に左右

されてしまう危険性を持っていた。そのため、客観的

に子どもの解釈を評価できる指標の構築 が必要であ

ることを指摘 した。以上2点が、本稿の検討を踏まえ

て示した、西郷の文芸教育理論における課題であった。

以上の分析を踏まえて、今後の課題を2点挙げた。1

点目は、「質の違いを明記 した評価指標を構築するこ

と」を実現するために、西郷や他の論者、子どもたち

の教材解釈を集め、詳細な評価指標を構築していくこ

とである。この作業は、文芸作品の解釈における評価

論の構築に寄与されると思われる。

2点 目は、様々な発達段階の子どもに対する作文指

導や文芸の授業の具体的な手立てにっいて、詳細な検

討を行 うことである。継続的に会員の授業を追い、会

員が様々な発達段階にいる子どもに対して、どのよう

に作文指導を行っているのか、また子 どもたちが西郷

文芸学や教育的認識論を学ぶことで、どのような認識

と表現の力を獲得しているのかを見ることで、具体的

で長期的な視野にたった指導方法を明らかにするこ

とができるだろう。以上2点を今後の課題とした。
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【修士論文要旨】

庄 司和晃の理科教育論に関する一考察

一 科学観の形成という主張に着目して

若 井 貴 裕(..Takahiro)

本稿では、科学観の形成とい う主張に着目して、

庄司和晃(1929-)の 理科教育論を取 り上げる。

近年、日本の理科教育において、自然科学の知識

や方法だけでなく、そもそも 「科学とは何か」など

の科学論に関する内容を教えて、科学観を形成させ

るべきだという主張が生まれている。そこで提唱さ

れている科学観は、科学は相対的なものだという科

学観である。しかし、このような動きに対 しては批

判の声も挙がっている。

庄司は成城学園初等学校の教員として仮説実験授

業などに取り組む中で、すでに科学観の形成を重視

していた。そこで、本稿では、庄司の理科教育論を

見ることにより、現代的科学観とそれに基づく理科

教育の意義 と問題点について考察する。

そもそも、庄司が科学観の形成という視点を持っ

た背景には、外的なものと内的なものがある。まず

前者に関して具体的に言えば、仮説実験授業に関わ

る取 り組みの中で生まれてきたということである。

仮説実験授業は、教育内容の現代化とい う流れの

中で生まれた。戦後日本の新理科教育は、内容にっ

いては生活単元学習で、方法については問題解決学

習で行われていた。しかし、科学 ・技術振興を支え

る教育内容が求められるようになるとともに、新理

科教育は教えにくく学びにくいという教育現場から

の批判が起こったことにより改革が求められた。そ

こで、民間教育団体を中心として、教材整理と系統

化が重視されるようになり、その1つ の現れとして

仮説実験授業が誕生したのである。

仮説実験授業は、1963年 、学習院初等科の教師で

ある上廻昭(1927-)と 科学史を専門とする板倉聖

宣(1930-)に よって始められたものである。庄司

は上廻の誘いによって、仮説実験授業の取り組みに

加わった。その目標は、自然科学上のもっとも一般

的で基礎的な諸概念 ・諸法則をきちんと身につけさ

せることであった。そのために、誰もが使えるテキ

ス トである授業書の作成を目指した。

授業書は単元毎にわかれており、複数の問題で構

成されている。各問題は 「問題→予想→討論→実験」

という形で扱われる。その背後には、「科学的認識は

目的意識的な実験によってのみ成立する」という論

理と、「科学的認識は社会的認識によって成立する」

という論理がある。とりわけ前者は、板倉が科学史

や認識論に関する研究の中で見出してきたものであ

り、仮説実験授業の中核をなしていると言える。

この仮説実験授業が実践される中で、「自分が正

しいと思ったことは一人になってもなるべくや りと

げようと思 う」といった自立的な内容(自 立思想 ・

主体的認識)を感想文の中に書く子どもが出てきた。

庄司は、教育とは渡世法体得であるという教育観、

っまり生き方を身につけさせることであるとい う教

育一般論を持っていた。そこへ、このような子ども

が出てきたことから、仮説実験授業が単なる自然科

学上の一般的で基礎的な諸概念 ・諸法則を身につけ

させるのみに留まらず、教育一般論につながりうる

ものであると考えた。そこで庄司は、子どもの感想

文から、子どもが主体的認識へ至る過程を追求し、

その過程に科学観の変化があると考え、科学観の形

成という視点を持ったのである。
一方、庄司が科学観の形成という視点を持った背

景には、庄司自身の内的な要因もあった。まず、柳

田国男(1875-1962)か ら渡世法体得という教育一

般論を学んでいたことである。庄司が成城学園に赴

任 した1949年 、成城学園では、戦後新しく日本に導

入された社会科の内容・方法づくりが行われており、

柳田が指導的立場に立っていた。その中で、柳田自

身は社会科の目標 として渡世法体得を主張したので

あったが、それを庄司は、すべての教育現象に当て

はまる論理として捉え返した。

さらに、庄司はその教育一般論につながる形で、

自分の教育実践を行おうとしていた。庄司は、「○○

とは何か」と問う 「とは思考法」を活用することに

よって、物事の本質をつかんでから実践に臨んでい

たということであるから、当然、「教育とは何か」を

つかんで、そこにつながる形で自分の実践を行って

いたと考えられるのである。

そうすると、仮説実験授業を実践するに当たって

も、どうすれば渡世法体得につながるのかという問

題意識を持っていたと考えられる。だからこそ、板
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倉に 「科学教育とは何か」という質問をしたのであ

り、また板倉の言葉に共感できたのだと考えられる。

では、庄司のいう科学観の形成は、渡世法体得に

どのようにつながるのか。庄司は、人間は有限性を

自覚し突破 しようとする点にその特徴やすばらしさ

があると考えていた。無限の外界に対 して、人間の

認識は有限であるが、それも乗り越えていこうとす

る。つまり、直接目に見える対象の中から、直接は

目に見えない対象の性質を把握することにより、未

知の問題にも対応しようとする。こうした活動の最

たるものが科学であると庄司は考えていた。つまり、

科学とは、対象の中に客観的に存在する法則性を、

アタマの中に法則として掬い上げることによって成

立するものであり、それは人間が有限性を突破 しよ

うとすることの現れだとする科学観である。このよ

うな形で、庄司は、科学観の形成を通 して、人間観

にまでつなげようとしたと言える。

そもそも人間は目的像を描いて行動する存在であ

るから、目的像 として描いている人間観や人生観に

よって、どのような生き方をするかが規定される。

したがって、人間観の形成という視点は渡世法体得

につながるものである。

以上のような、人間観の形成につながる科学観を

育てるためには、子どもたちに驚きや納得を与える

ことが重要だと庄司は考えた。これは経験の限界、

ひいては人間の有限1生を自覚させることが大事であ

るという主張だと言えるだろう。

そ うした観点から、庄司は、予想を立てさせるこ

とや、クラス全員が予想を外 してしまう 「オ トシア

ナ」の問題を設定することの意義を説いた。従来、

自然科学上の一般的で基礎的な諸概念 ・諸法則を身

につけさせるということ、つまり自然観の形成とい

う観点から導入されていた方法を、科学観の形成と

いう観点から捉え返したのである。さらに、予想が

大外れとなったときに感想文を書かせることや、

「科学とは何か」などのテーマを与えて文章を書か

せることも提唱している。

仮説実験授業の討論の場面での子どもの発言から、

その認識の変化を考察 ・予測してみても、実際に子

どもたちの感想文を見てみても、確かに庄司の言う

ような科学観や人間観が、子どもたちの中に形成さ

れつつあることが確認できた。

以上のような庄司の理科教育論から見たとき、現

代的科学観とそれに基づく理科教育の意義と問題点

はどこにあると言えるだろうか。

そもそも現代的科学観の立場では、自然の事物 ・

事象の性質や規則性、真理などは時代時代の人間が

創ったものであるから、時代時代によって変わるも

のだと考える。これは、科学は人間と無関係に存在

しているのだから、時代に関わらず変化 しないとい

う伝統的科学観の立場に対立するものである。さら

に、角屋重樹は、観察の理論負荷性という考え方を

援用して、科学の基となる事実についても、「科学者

という人間が創造した理論によってはじめて成り立

つ」と言 う。

このような考え方から、これからの理科教育では

「科学は人間の一つの営為であり、科学知識は人間

の創造や想像の一部であるという 『科学知識の創造

性・想像性』」などを教えるべきだと主張されている。
一方、こうした動きに対して、「科学知識をいたず

らに相対化 し、科学は人間社会の約束事、構成物で

あるとする科学観を主張する構成主義的理科教育」

だと批判する声もある。とりわけ、自然の特性が人

間の創造の産物であるという主張に関する批判がな

されている。

庄司は、人間が有限性を突破 しようとすることの

現れだとして科学を捉えていた。だからこそ、科学

観の形成が教育一般論につながるのであった。その

観点からすれば、現代的科学観に基づく理科教育の

提唱者が、「科学知識の創造性・想像性」を強調した

点は評価できるだろう。

しかし、現代的科学観に基づく理科教育の提唱者

は、庄司の言う法則と法則性の区別ができていない

と考えられる。庄司によれば、人間は現実の中に客

観的に存在する法則性を、法則 として認識するので

あった。したがって、法則は人間が創ったものであ

るが、法則性は人間が創ったものではない。ところ

が、現代的科学観に基づく理科教育の提唱者は、法

則性までも人間が創ったものであると考えてしまっ

たために、先に挙げたような批判がなされることに

なったと言えるだろう。

本稿においては、科学観の形成のために庄司が提

唱した方法の意義にっいて充分な検討をなすことが

できなかったが、この点については、来年度より小

学校教員 として実践を行う中で取り組むべき課題と

したい。
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【卒業論文要旨】

和光学園 における総合学習に関す る
一考察

一41、学校の実践に焦点を当てて

秋 田 明 愛(AKITAMyoe)

本稿では2002年 から学習指導要領により導入さ

れた 「総合的な学習の時間」の実践に示唆を与える

べく、和光学園初等部(以 下、和光とする)を 検討

した。和光の総合学習における学力観を歴史的見地

から明らかにし、その学力観がいかに反映されてい

るか、具体的な実践事例から検討することを課題と

した。

この課題に迫るため、第一章では歴史的変遷から

みる和光の学力観を明らかにしている。第一節から

第五節を、創設期(1933年 ～1946年)、 コア連の実

験校期(1947年 ～1959年)、和光教育の確立期(1960

年～1970年)、r総 合」の新設期(1971年 ～1984年)、

「総合」の確立期(1985年 ～現在)と 区分した。和

光は大正自由教育の流れを受けて、生活カリキュラ

ムを重視した教育から始まった。 しかし和光学園全

体としての教育方針を確立させる中で、科学の体系

に基づいた教科学習に重点が置かれた。この風潮は

「わかる授業」の追究につながり、それを基にした

カ リキュラム改革によって 「総合」の時間が創設さ

れた。そしてその後 「総合」の学力観は確立されて

いった。このように紆余曲折を経ているが、学習意

欲や教科における確かな学力、実生活をより良くす

る学力という視点は常にあり、結果として現在、自

分自身の目標 と結びつく力や社会の主人公として生

きるカ、そのために必要な能力が重視 される学力観

が成立した。

第二章では、第一章で明らかにした学力観が具体

的な実践にどう表れているか検証 している。第一節

ではカリキュラムに表れている学力観を検討した。

テーマ設定により、自分自身と学習が結びつき、社

会を主体的にとらえる学習ができる。教科と総合と

の教育内容の 「相互環流」により、そのために必要

な知識を応用する力や教科学習への意欲が育成され

る。このような形で学力観はカリキュラムに表れて

いる。第二節では、4年 生の総合学習 「鶴見川」の

実践を例に挙げた。子どもたちは生活と鶴見川の関

係について学び、それを自分の問題として考えるこ

とや、自分自身の生活を考え直すことができており、

学力観を反映した実践がなされた。第三節では、5

年生の 「米」の実践を検討した。社会科で得た減反

や輸入自由化といった米の諸問題に関する知識の応

用や、社会の担い手として米を考えることができて

おり、和光の目指す学力が獲得されていた。

以上のように和光の総合学習の学力観を分析した

結果、和光は自分自身の目標と結びつく力や社会の

主人公として生きるカ、そのために必要な能力が重

視される学力観を持っており、その学力観は今 日的

課題を含むテーマ設定や、教科と総合の 「相互環流」

によって実践に表れていることが分かった。これら

の学力観は学習指導要領で提示されている 「総合的

な学習の時間」に求められる学力観 とは異なってい

る。そのため和光の実践をそのまま取り入れること

はできないが、共通点もあり、「総合的な学習の時

間」を考える上で、和光の実践は一つの可能性を示

唆できる。
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【卒業論文要旨】

大村はまによることばの指導

一 語句 ・語彙指導に焦点を当てて

北 山 彩(KI]:AYAMAAya)

国語科教育 は ことばの教育 である。 子 どもたちを豊

かな ことば の使 い手に育て るこ とが、国語科教育 のね

らいの一つ である と考え る。卒業論文 では、豊か なこ

とばの指導 を実践 していた人物 として大村は まを取 り

上げ、その実践 を検 討す ることで、 ことばの指導 に必

要な要素 を見 出そ うとした。 なお、 この論 文で は、大

村の ことばの指導 うち、語句 ・語彙指 導に関す るもの

を取 りあげた。

第一章で は、長年 の教師生活 を通 して作 り上げ られ

た大村はまの語句 ・語彙 指導の方法 と、その特徴 につ

いてま とめた。大村 のすべての実践 の根底 には 「こと

ば」があ る。大村 は、 日々の あ りとあ らゆ る機会、生

活場 面を捉 えてこ とばの指導 を行 っていた。生活場面

において ことばを捉 え させ ることの重視 は、大村の こ

とばの指導にお ける特徴 の一つで ある。指 導におい て

は、実際に使 うこ とができ ることば 、す なわ ち使用語

彙 として身につ けるこ とが重視 され た。 ことば を使用

語彙 として身 につ けるためには、意味 だけでな く、そ

のこ とばが使われ る場 面や 使い方 を知 るこ とが必要 で

ある。 大村 の こ とばの指 導は、 これ らを実践 した もの

であった。

第二章では 、昭和20年 代の語 句 ・語彙指導 の方法 を

検討 し、大村の初期 の語 句 ・語 彙指導 の特徴 を明 らか

に した。 そ して、生活場 面の重視 とい う特徴 が この段

階です でに見 られ ていた ことを確認 した。 また、 こと

ばの指導 は意味 を理解 させ るだけでは不十分 であ ると

い う意識 か ら、言い換 えによ らない指導の ための工夫

もな され ていた。 しか し、実際の指導 と しては語 彙量

の増加 をね らい と した補足 的な指導が多 く、内容 とし

ても、使用 よ りも意味理解 に傾 いたものであった。

第三章 では、大村 のこ とばの指 導にお ける一 つの転

換点 として、昭和40年 代後 半の単元 「ほめ ことばの研

究」を取 り上げ、検討 した。この単元では、生徒が 「ほ

めこ とば」 について考 えるにあたって、実際 の生活 場

面の 中でこ とばを扱 うこ とが必 要 とされた。 そ して、

具体 的な生活場面 を もとに、その場 面にお ける人物や

状 況に関す る条件 を踏 まえた ことばの検討 が行われた。

この単元の特徴 は、 ことばの指導 を行 うにあた って、

そ の場面にお ける人物 に関す る条件 が検討 され るよ う

になった とい う点 であ る。 ことば を適切 に使 うために

は、その ことばが用 い られる場 面 の条件 を理解 してい

る必要があ る。単元 「ほめ ことば の研究」 は、 ことば

に関わる人物の条件 が初めて考え られ るよ うにな った

単元 であ り、使用語彙 としての こ とばの指 導 をより意

識 した もの となっていた と言え る。

第 四章 では、大村 の後 期の語 句 ・語彙指 導 と して昭

和50年 代の実践を取 り上げた。後期 の実践 では、こと

ば を使 用語 彙 と して見 る姿勢 が一層 明確 にな り、学習

にも生徒 自身に よる場 面の設 定 とこ とば の使 用が取 り

入れ られ た。生活場面 の重視 とい う特徴 は後期 におい

て も変 わ らない。 しか し、初期 と比べ る と、そのあ り

方 には変 化が見 られた。 初期 におい ては、 生活 場面は

ことばを教 えるた めの材料 であったが、後期 において

は こ とばを考 える条件 としての積 極的意味 を持 っ よう

に なったのであ る。 も う一つ の変化 は、 こ とばが場面

に合 ってい るか を考 える際に、それぞれの場 面に含 ま

れ る条件 を考え ることが教師 によって明確 に示 される

よ うになった ことで ある。以前 は学習 を行 う中で 自然

と条件 を踏 まえて考 えるこ とはあって も、 それ が教師

の発 言 として、指導 の中に組み込 まれてはいなかった。

この実践においては 「人物 やr場 合」、 「場の雰囲気 」

とい った観 点を生徒に与 えるこ とで、それ に基 づいて

考 えるこ とを促 されてい たの であ る。後期 で確認 した

これ ら二点 の変化 に よって、大村 の ことば の指導 は、

明確 に 「使 用」を意識 した指導 として確立 され た と言

える。

ことばが使用語彙 とな るた めに必要なの は、そのこ

とばの使 い方を知 ることである。場 面に応 じて細 か く

頭 を働かせ 、適切 な ことばを選択す る感覚 を磨 いてい

く中で、生徒 は一人の言語生活者 として、 自 らの言語

生活 を豊 かにす るカを身 につ ける。 大村の こ とばの指

導は、言語 生活 の基本 で ある 「こ とば」を通 して人間

を育 てる指 導であった と評価で きるだ ろ う。

大 村の こ とばの指 導は、語句 ・語彙 指導 に限 らず、

あ りとあ らゆる場 面において行 われ ていた。 この論文

では、語句 ・語彙指導 以外での こ とばの指導にっいて

検討 す るこ とが できなかった。 この点が、 この論文の

課題 である。
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【卒業論文要旨】

共通一次試験の理念 と実態

一 永井道雄の所説を中心に

合 田 一 成(GODAKazunari)

セ ンター試験 の前身 であ る共通一次試験(以 下、共

通一次 と記す)は 国公 立大学及び産業 医科 大学の入学

志願 者を対象 に、基礎 学力 をみ るた めに全 国一斉 に行

われ た共通試 験で ある。 国立大学の共 同利用機 関であ

った大学入 試セ ンター に よって、大学入試全般 の改革

を 目的 として1979年 か ら1989年 まで実施 され た。

共通一 次に関す る先行研 究では、共通一次 の導 入 によ

る弊 害が明 らか にされ てい る。 しか し、 これ らの研 究

で は」!通一 次導入の弊害 は明 らかに されてい る ものの、

そ の導入 にいた る背景や 導入 の 目的 との比較 によ る詳

細 な検討はな されていない。

共通一次導 入の背景 と 目的 につ いては、佐 々木 享が

論 じている。 そ こでは、全 国一斉学カテス トや能研 テ

ス トといった能力主義政策 の延長線 上に、共通一 次試

験 がある とい うこと、共通 一次は各大学の選抜方 法を

多様化す るために導入 され た とい うことが示 され てい

る。 ただ しここでは共通一次 の試験 内容や 各大学 の具

体的 な実施要 項は明 らか に され ていない。 しか しこの

点 を探 るこ とで、共通一次 は入試改革 として果た して

妥 当だ った のかを明 らか にす るこ とができ よ う。 そこ

で本稿では、 共通 一次の理念 が大学入試 改革 にどの程

度 反映 された のか、大学入試の実態 の分析 を通 して解

明す る。

第1章 では、共通一 次導入の歴史 を追 うことで、そ

の背景 と理 念 を解 明 した。その結果 、共通一 次導入 の

背 景 として、戦後 の教 育改革 と高度経 済成長 政策の も

と、1960年 代か ら70年 代を通 じて、高校進学率 ととも

に大学、短大へ の進 学率は急上昇 し、共通一 次導入以

前 の大学入試 制度 には① いわゆ る有名大学へ の受験 を

頂 点 として、激烈 な入試 競争が行われ てい る こと、②

多 くの大学 にお いて学力 検査偏重の選抜が行 なわれ、

選抜 目的を じゅ うぶん に達成す るよ うな選抜 が必 ず し

も行 なわれ てい ないこ と、③大学にお ける学力検 査偏

重 の選抜が、高等学校 におけ る正常な教育 をゆがめ る

と ともに、学 校教育全般 に好ま しくない影響 を及 ぼ し

てい るこ と、 とい う主 な問題点 が指 摘 され たこ とがあ

げ られた。 さらに、共通一次 の理念 は、それ単独 では

な く、小 ・中 ・高の教育課程 の改 善、高等教育 の格差

是正 と多様化 、社 会におけ る学歴偏重 の風潮の打破 の

3点 と連動す る ことに よ り受験戦争 の緩 和 、人 間尊重

の教育 を実現す る こと、そ してそ のために共通一次 を

導 入す ることで 、一次試験において 高等 学校の段階 に

おけ る一般的 かつ基礎 的な学力の達成 の程度 を判 定す

る ことで、各大学 が行 う二次試験で よ り多岐にわ たる

知力の評価 、技能 、人物の評価 な どが評価 で きるよ う

な各大学の特色 に沿った多様な試験 が行 え るよ うに し、

高校 以下の学校 が、理想 を もった教育 を行 え る方 向を

切 りひ らくこ とであることを示 した。

第2章 では、第1章 で明 らかに した共通一次 の理念

が共通一次導入以後 の大学入試 の実態 に どの よ うに反

映 され ていたのか を検討 した結果、共通一 次では高等

学校 の段 階にお ける一般 的かつ基礎 的な学 力の達成の

程度 を判 定す る とい う目標 がほぼ達成 され てい るとい

うこ と、 しか し各大学 の二次試 験では、課 され る教科

目は多様化 した と評価 できる ものの、大半 の大学では

共通一次 と同種の試験 が課 され 、記述力、 考察力、表

現力 といった一次試験 とは異 なる能力を二次試験 で問

う大学 は、以前 よ り増加 した ものの少数で あった こと

を明 らかに した。

これ らのこ とに よ り共通一次 の理念 の うち、 高等学

校の段階 におけ る一般的 かっ基礎 的な学力 の達成 の程

度 を判定す る ことと、科 目にお いては多様 な二次試験

を行 うこ とが達成 され たこ とが明 らかに した。 よって

共通一次 は入試 改革 と して一定 の成果 をあ げた と評価

できよ う。ただ し共通一次か らセ ンター試験 に移行 し、

私立大学 も利用 で きるよ うになった。 私立大学 が利用

する場合 、1科 目だ けで も利用す るこ とができるので、

高等学校の段階 におけ る一般的かつ基礎 的な学力 の達

成の程度 を判定す るとい う理念が弱 くなった とい える。

また、本稿で は、共 通一次導入に よって、高校以下

の学校が、理想 を もった教育 を行 える方 向を切 りひ ら

くとい う共通一次 の理念 が どの程度達成 され たのか、

そ して具体的な二次試 験の問題 に触れて検討 していな

いために、永井が入試 改革で求 めた二次試験 で問 う能

力の多様化 が どの程度達成 され ていたのか が明 らかに

され ていない。以上 を今後の課 題 とす る。

(学部4回 生)
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【卒業論文要旨】

岸本裕史の算数教育論に関す る検討

谷 垣 諭 志(TANIGAKISatoshi)

習熟 とい うもの につ いては様 々な分類 があ る。 これ

について松下は、認 知心理 学の用語 を用い、「定型的熟

達化」とい う概念 を紹介 してい る1。「定型 的」な、きま

りきった問題 を 「速 さ」 と 「正確 さ」 を追 求 し鍛 陳す

るもの、 と定義 されて いる この概念 につ いて、その実

践 を行 った典型例 と して、岸 本裕史(1930～2006)を

あげ、 とりわけ百ます計算 につ いて注 目している。

本稿では 、岸本 の算数教育論 を追 ってい くこ とで、

何か と批判 され が ちな、単 なる計算練 習に代表 され る

反復練習の意義 と課題 を、彼 の実践 と理論 の両面 か ら

明 らかに したい。 そ こか ら、反復練 習の単 なる技能習

熟に留ま らないね らい と意味の拡が りについて有益 な

示唆 を得た い。

岸本 は教師に な りたての ころはそれ ほ ど実践 に意欲

的ではなか った。彼 が数 々の実践 を生 み出す よ うにな

ったのは、教育の現代化 とい う、教育界 の大きな変化

が大 きな影響 を与 えたか らであった2。学習 内容の高度

化 ・濃密化 がお こ り、今 までのや り方 では確 実に 「落

ちこぼれ」 が出 ると考 えた岸本 は、 この ときか ら教育

実践研究 に開眼 したので あった。 実際、カ リキュ ラム

と時間数 の比 較、教科書 の比較 を行 ってみ る と、現代

化の前後で は短い時間で多 くの ことを教 えなけれ ばな

らなかった状 況が浮 き彫 りになってくる。

その よ うな状 況の中、岸本 はいかに して子 どもたち

の学力保障 を実現 させ るか とい うこ とに真 剣 に取 り組

んでいた。百 ます 計算 とい う、計算力 を陶冶す る教材

を取 り入れた のも、計算力 を算数 にお ける基礎 となる

学力 として捉 え、個 々の計算に詰 ま らず理 解 をス ムー

ズにす るため の必須項 目と考 えてい たか らであった。

またそれ に限 らず、子 どもたちの 自信やや る気、勉強

に対す る能 動性、 自分 は落ち こぼれで ある とい う呪縛

から解放す る ことな ど といった情意面 にまで影響 を及

ぼす とも考えていた3。

実際の百 ます 計算の実施 にお いては、 ちゃん と原 理

を分か らせ た うえで、仕上 げの段 階 として させ るべき

だ としていた4。また、基礎 計算能力の次に概念的理解

が育つ と、単に低次元 ・高次 元の順に考 えていたので

はな く、計算練習が 「わか る」 と 「で きる」 の双方 を

結びつ ける有効な方法である とも考えてい た5。

また注 目すべ きは、計算 を反射 的に こなす の とは違

い、思考過 程を要す る文章題 とい う教材 にお いても、

作問法 とい うや り方 によって、つまずきや遅滞 の原 因

た る場所 への反 復練習 による習熟 が 目指 され ていた と

い うこ とも見逃 されて はな らない。岸本 が百 ます計算

で行お うとしていた こと、そ して文章題 の実践 で行お

うとして きた こととい うのは、根 本 としては 同 じ理論

に貫かれ ていた と言 える。ともすれば百ます計算=「 定

型 的熟達化」 と捉 え られが ちで あるが、岸 本 は反復練

習 を もっ と広 い意 味で捉えてい た。 即ち、計算技能だ

けが、つ まず きの原 因 として習熟 の対象 とな るのでは

な く、考 え方 な どの様 々な もの につ まず きがあ り、そ

れ を無 くすた めに反復 練習が必要 である と考 えていた

のである。

世 間で取 り上げ られ 、悪 いイ メー ジを持 った 「詰め

込み」や 「ドリル」 といった もの は、それ がそのまま

「定型的熟達化」の様相 に合致す る とは思 えない。 「定

型的熟達化 」を指向す る習熟 の方法それ 自体が悪 いわ

けで はない。その運用 の仕方 、適 用の仕方 、そ してそ

れが一体何 を狙 ってな され るべ き ことなの か、 どうい

ったカ を子 どもたちにつ ける際 に有効なの か、を しっ

か りと見据 えなければな らない。 教育技術研究 にお い

て、 あま りスポ ッ トライ トの浴び に くい反 復練習 とい

うものに対 し、積極 的に取 り組ん だ岸本 の実践 は、現

代 の教育 にも多 くの示 唆を与 える と考える。今一度、

反復 練習 とい うこ との発達的意義 を捉 えなおすべ きで

はないだ ろ うか。

注

1松 下佳 代 「3つの 習 熟概 念(習 熟 と学 力 〈特集 〉)」 『教

育 』vo1.44No.2、pp.6-14、 国 土社 、1994年 、pp.6-13。
2岸本 裕 史 『わ が 子 の未 来 を決 め る 読 み ・書 き ・計算 』

、

角川 書 店 、2004年 、p.37。
3岸本 裕 史 『どの子 も伸 び る算 数 力 』

、小 学館 、2003年 、

P.60。
4同 上 書

、p.74。
5岸 本 裕 史 『続 見 え る学 力 見 えな い 学 力 』

、大 月 書 店 、

pp.134-135a

(学部4回)
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【卒業論文要旨】

大 学 生 の生 き方 指 向 に見 る現代 的価

値観 の検 討

一一戦後から90年 代にかけての調査との

比較を通 じて

佐 藤 智 樹(SArOTomoki)

本 論文はMolris(1956)に よって作成 され た 「13の生 き

方類型 」、及びそれ らを用いた国内における諸研究 を踏

まえて現代の大学 生の生 き方 に対す る価値観 を把握 し、

また大学生 に見 られ る 「スチ ューデ ン ト・アパシー」

とい った無気力傾 向や 日常生活の メデ ィア利 用指標な

どの面か ら価値観 につ いての検討 を行 う事 を 目的 と し

た。

Morrisの 生き方類型 を用 いて行 われ た調査、研究に よ

れ ば、戦後 か らの50年 にかけて 日本人の価値観には大

き く分けて① 社会志向か ら個 人志向へ 、②禁欲主 義か

ら享 楽主義傾 向へ、③単一 的な思想 か ら寛容宥和 の精

神へ、とい う三つの変化 を確認す る事が出来た。また、

本論 文にお ける調査では先行研 究において重要視 され

て きた生き方 の 「望ま し さ」 としての価値観 に加 え、

現在の 自分の生き方につ いて評価す る事 も求 めた。

90年 代か ら現代 にか けての大きな変化 としてはイン

ターネ ッ トや携 帯電話な どの新 たなメデ ィアの誕生 が

挙げ られ、それ らを用いた コ ミュニケーシ ョンが現代

青年 の人間関係や 心の在 り方 に影響 を与えてい る事 が

指摘 されてい る。以上の事 よ り戦後か らの50年 にかけ

て見 られた3つ の軸の変化に関連す る指標 として メデ

ィア利 用の容態 を仮定 し、本論文の調査に臨んだ。

「スチューデ ン ト・アパ シー」に関 してはWaltersが

提唱 し、日本 においては笠原(1971)が 「大学生 に見 られ

る特 有の無気力」 としてい る。 これ については人格障

害的 次元で捉 える立場や 、大学生一般 にお ける無 気力

傾 向 として捉 える立場 な どが混在 し、確 固たる概 念が

確立 されていない のが実情 で あるが、本論 文にお いて

はア イデ ンテ ィテ ィ(Erikson,1959)に 関 わる、大学生一

般 における問題 として捉 えてお り、生 き方 に対す る価

値観 の背景 として の深い 関わ りを想定 して検討 を行 っ

た。

調査 にあたって は本学 の大学生、大学院生 を対 象 と

して質問紙調 査 を実施 し、184名 から有効な回答を得た。

質問紙 はフェイス シー トの他、メデ ィア利用 に関す る

問い掛 け(1)、 無気力感尺度(H)、 そ して13の 生 き方類

型 に対 して 「望 ま しさ」(皿)と して、また 「現状」(IV)

として問い掛 ける設問の、大 きく分けて4つ の設問か

らなっていた。

分析の結果 を戦後50年 間に見 られた各変化 に基づい

て 見てい くと、① に挙 げた個人志向化 とい う観 点にお

ける変化が最 も特徴的であ り、90年 代 までの変化 と同

様 に個人志 向への移 り変 わ りと捉 えられ る変化 を確認

す る事 が出来 た。 しか し、かつて 見 られた個 人(自 己)

に対す る志 向性 への移 り変 わ りとい うよ り、社 会への

志向性 にお ける範囲が個人 の限定 された周 囲にまで狭

ま って きた と解釈 す る事の 出来 る結果であ った。 戦後

50年 間 におい て様 々な考 え方や嗜好な どが受け入れ ら

れて きた事 も考慮 に入れ る と、嗜好 や考 えが多様 化 さ

れ て しま ったが故 に少数の分 か り合 える者 同士 でコ ミ

ュニテ ィを形成す る よ うに なった現代 の青年像 が見て

取れ るのではないだろ うか。

また無気 力傾 向 との関わ りや生 き方の 「現状 」と 「望

ま しさ」の視点 か ら見 ると青年期 の達成課 題で あるア

イデ ンテ ィテ ィの問題 が色濃 く出 る結果 とな り、 中で

も 自分 自身の事 を把握 出来ない 「自己不 明瞭」 な状態

が積極性 を妨げ ている事が伺 える。 そ してその よ うな

内面の問題 に葛藤 しているが故に、思 い切 った生 き方

に踏 み切 れず無難 な生き方を選んで しま う青年 達 の心

の在 り方が読み取れた。

また今 回の研 究 に際 してい くつかの課題 も残 された。

一つ 目としては初 めに想 定 していた メデ ィアの変容 と

しての 「イ ンターネ ッ ト」が、いずれの項 目に対 して

も大 きな関わ りを見せ なかった事で ある。 当然 この調

査結果の通 り全 く関連性 を持 たない事 も考 え られ るが、

今回 の設 問では用途 を指 定 して問い掛けな かった為に

様々 なケー スを想 定 した回答 が混在 して しまった可能

性 も考 え られ る。 二つ 目と して、価 値観 とアイ デ ンテ

ィテ ィの問題 、また メデ ィアの影響 の因果性 が特 定出

来ない点で ある。 これ らに関 しては メデ ィア利 用及び

生活容態 に対す る更な る調査 と、また青年期の価値観

形成 と無気力傾 向の関連性 を把握 してい く事が 必要だ

ろ う。三つ 目として今回 の調査 では京都 大学 とい う限

られた範囲 を対象 としてい るために現代の大学生 を代

表す るには限界 があ り、 よ り大 きな規模 での継続 した

調査 が望 まれ る。
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【卒業論文要旨】

倉沢栄吉の国語単元学習の検討

西井悠子

1.は じめに

本稿では、倉沢栄吉の単元学習論の検討を行う。

戦後初期に登場した国語単元学習は、様々な批判

を受けてわずか数年で姿を消したあと、昭和50年 頃

に再び新単元学習として国語教育に復活する。その

両方の時代において多くの単元学習の実践を理論

的に支えた中心人物が、倉沢栄吉であった。それで

は、倉沢の単元学習論はどのようにして批判を乗り越

えたのか、初期単元学習論と新単元学習論では、何

が変わったのか。
一般に単元学習とは、「人間尊重の精神のもとに、

学習者の興味、関心、意欲を核にして展開するひと

まとまりの言語活動による国語学習指導の方法」と説

明される。第二次世界大戦後、新しい時代の国語教

育としてアメリカから移入された単元学習は、問題を

子どもたちで発見し、解決するという経験をさせ、言

語生活を向上させようとするものであった。具体的に

は、発表会や見学レホートなどの学習が行われた。

田近の区分では、国語教育史上の単元学習は、

昭和20年 ～26年 後半の第一期と、昭和50年 前後

の第二期に分けてみることができる。第一期の初期

単元学習は、直接的には戦後のアメリカの指導によ

る、経験主義国語教育観に立つ昭和22年 度学習指

導要領試案の影響を受けて始まった。一方で国内か

らの動きとしては、西尾実が国語教育の対象を言語

生活であるとし、それがアメリカの影響を受けた経験

主義教育と結びついていく。これは、これまでの垣内

松三の学説による、教材を中心とした学習のみが行

われていた国語教育を批判する画期的なものであっ

た。そしてそのような言語生活主義の理論を、単元学

習論というかたちに組み立てたのが、倉沢栄吉であ

った。

ところが単元学習の急な展開に現場は混乱し、

「はいまわる経験主義」「基礎学力の低下」などの批

判が生じ、挫折の方向をたどっていった。このとき単

元学習への批判の中心となった人物は、言語の技術

教育を主張した時枝誠記であった。また、生活綴方

の立場から国分一太郎、当初は単元学習を薦める立

場にあった輿水実も、学力低下の問題から単元学習

の問題を指摘している。しかしその後、情報化社会、

軽読書の問題など社会の要請から、昭和50年 頃から

再び単元学習が国語科教育に取り上げられるように

なっていく。ここで中心となったのは、「新単元学習

論」を提唱した倉沢栄吉、単元学習の実践に取り組

んだ大村はまであった。

倉沢の単元学習論に関す る先行研究者 として

は、田近洵一、桑原隆、須田実、森島久雄が挙げ

られるが、先行研究では、初期単元学習と新単元

学習の理論、また実践例を合わせた比較検討は行

われていない。また、初期単元学習への批判がど

のように新単元学習に応えられているのか、明ら

かにされていない。本稿では、倉沢の単元論が初

期単元学習から新単元学習にかけてどのように展

開していったのかを明らかにし、倉沢の国語教育

思想の全体像を捉えることを目標としたい。
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【卒業論文要旨】

精神的回復力と物語の方向性

中学生は否定的な物語をどのように

語 り直すのか一

舛 井 美 那(MASUIMina)

人は物語 る行為 によって過去 と向 き合 い、出来事の

意 味づけを行 ってい る。過 去の事 実は変 え られ ないが、

本 人がそので きご とを どうとらえるかによって、その

主体 に とっての意味 は変容 す る。あ る辛 い体験 を して

も、 この よ うに物語 る行 為に よって 自力 で立ち直 って

い くことは、部活動へ の参加 、友人 との新 たな関係 づ

く りな どさま ざま な変化 を経験 し、 自分 のネ ガテ ィブ

な面に直面す ることが多 い中学生に とって も、た くま

し く生きてい く うえで必要 な行 為 とい える。 そ こで本

研究 では語 り直 された ス トー リーの方 向性 によって、

危機的状況 をの りこえる心の強 さ、す なわ ち精神 的回

復力 の強 さを予想 でき る と考え、ス トー リー の内容に

よって精神 的回復力に有意 な差 が出 るので はないか と

い う仮説 をたて、物語の語 り直 し行 為 と既存尺度 に よ

る精神的回復 力の測定の2つ の調査 を同時 に実施 した。

物語の語 り直 し行 為は描画 を用 い、ネガテ ィブな場

面(① 教師か らの叱責、② い じめ、③ 部活動 中のけが、

④部活動 にお け るレギ ュラー か らの落選)を 設定 し、

その あとに続 くス トー リー を3コ マ 漫画形式で 自由に

作成 しても らう方 法で描 かれ た内容 を分類 ・検証 した。

① ～④それぞれ において語 られ た物語 をネガテ ィブ、

ニ ュー トラル 、ポジティブ に分類 し、3水 準分析 を行

った。また、① と② にお いてはさらにネガテ ィブ を 「他

罰 」 と 「自責」 に、ポジテ ィブ を 「他者相 談」 と 「自

己強化」に分 け、5水 準分析 も行 った。

精神 的回復力 の尺度 は石毛(2001)に よる中学生用

精神 的回復力尺度(26項 目 ・4段 階評 定)を 使用 し、

因子 分析の結果 、1項 目を除外 した25項 目にお いて先

行研 究 とは異 なる3つ の因子 「反省開示」 「肯 定実行」

「熟 考」 を抽出 した。

まず、① ～④ の場面 を分けずに語 られ た内容 の3分

類 と精神的 回復力 の強 さの関連を調べ た ところ、ネガ

テ ィブの人 の平均得点 が最 も低 く、最 も高かったのが

ポ ジテ ィブで あった。ネ ガテ ィブ とポ ジテ ィブ、ニ ュ

ー トラル とポ ジテ ィブの 間でそれぞれ有意差 が認 め ら

れた。 このこ とか ら語 る内容 と精神 的回復力 は有意 に

関連 があ ることが示 された。

次に、各 因子 の男女差 について分析 を行 った ところ、

反 省開示得 点は女子が有意 に高 く、肯定実行得点 、熟

考得点 は男子 が有意 に高か った。 この結 果 か ら、何 か

困難 に直面 した とき、女子 は 自己内省や 自己開示 に重

点を置 き、男子 は次の行動 に重点 を置 いてい る と考 え

られ、男女 の回復 プ ロセス に差が ある ことが明 らかに

なった。

① 叱責場 面 と② い じめ場面 にお ける5水 準分析 では、

① 叱責場面 に関 しては反省開示 と肯 定実行 におい て内

容 の主効果が認 め られ た。②い じめ場面 に関 して は反

省 開示にお いて内容 の主効果が認 め られ 、多重比較 の

結果 、 自責 〈他者相 談、 自責 く自己強化 の有意で あっ

た。 これ ら2つ の場面では 「他罰 」 と 「他者相談」 に

大 きな違 いが あ り、語 りに文脈の違 いが反 映 され てい

るこ とが示 された。

さらに4場 面 において因子 ごとに1項 目あた りの平

均得 点を比較す る と、反省 開示 〉熟考 〉肯 定実行 とな

っていた。 これ に加 え、因子 の特徴 も考慮す ると、 ト

ラブル に直面 した とき、まず 自分の行動 を振 り返 り人

に話 を聞いて もらい(反 省 開示)、 い ろい ろな角度か ら

考 えてみて(熟 考)、 よりよい方 向に行動す る(肯 定実

行)と い う時系列 に沿 った回復 プ ロセス もあ りうると

推測 でき、中学生 をサ ポー トす る際には介入時期や 段

階 を考慮す る必要があ るといえる。

描画 につ いてはそれのみ での質的分析 も行 い、少数

事例についての検討、McAdams&deSt.Aubin(1998)の 研

究結果 との比較 ・検討 を行 った。4つ の場面すべ てに

「死」に 関す る物 語が登場 していた ことか ら、 中学生

は空想 にお いては復讐 として 「死」の段階 まで達 して

い ると考え られる。 また、「他人 にや めうと言われ る」

の よ うな 自分の意思 を示 してい ない物 語や、前提 自体

を覆す物語 も登場 した。

McAdams&deSt.Aubin(1998)の ネガテ ィブな事 柄を

ポジティブな方 向に転換 させ る 「あがないの筋道」の5

類型(犠 牲、回復 、成 長、学習、改善)を 参考 に、本

調査 で得 られた ポジテ ィブな物語 も見直す と、多 くは

「成 長」 「改善」 「回復」な どにあてはめる ことが でき

た。 しか し、解決 の方 向に向か って はいる ものの最終

的に どの筋道 にた どり着いたか まで は言及 されていな

いものもあ り、すべてのス トー リーをMcAdamsの 分類

にあて はめることは難 しい ことが分かった。
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【卒業論文要旨】

老年 期 に お け る 「私 と子 ど も」 の 関

係性

一 過去 ・現在 ・未来におけるイメージ画

分析をもとに

村 上 幸 平(MU臨nKouhei)

現在 、高齢者 をめ ぐる家族 関係 、特に親子関係は様々

な要因か ら多様 化 して いる。 同居 してい るか ど うかだ

けでな く、親子 間のサ ポー トの授 受が どの くらいの頻

度で行われ てい るか とい う、いわゆ る関 わ りの密度 も

この多様化 に深 く関連 してい るよ うで ある。 その よ う

な 中で、高齢者 の 自身 と子 どもとの関係性 に対す る認

識 も多様化 してい るこ とが考 えられ る。 ここでは、高

齢期の親の視点 か らと らえた、 自身 と子 ども との関係

性 を問 う研 究を質的 に行 うことに よって 、 自分 と子 ど

もとの関係 を高齢 者 自身 が どの よ うに認識 してい るの

か、 また将来的 に どの よ うな関係 を予想 し、期 待 して

い るのかを探 っていきたい。

調査では、60歳 以上の男女 を対象に、過去 ・現在 ・

未来 にお ける 自身 と子 ども との関係 に関す るイメー ジ

画を描いて もらい、結果 として70名 の方か ら有効な回

答 を得 ることができた。そ して、得 られ たデータを、

KJ法 を参考 に して分類 し、い くつかの基本構 図 とし

て抽出す ると ともに、それ らの意 味連関 をネ ッ トワー

クモデル に図式化 した。

分析結果 と して、まず、共通 の構 図がみ られ るもの

を分類 し、や まだ(1988)の 「母 と子」の 関係性 の構

図 を参考 に、八種 類の基本構 図を抽 出す るこ とができ

た。そ の基本構 図は 、 「支 える関係」、 「支 え られ る関

係」、 「包 む関係 」、 「包 まれ る関係 」、 「見 守 る関係」、

「見守 られ る関係 」、 「並ぶ 関係」、 「向 き合 う関係 」の

八種類であ る。 さらに これ らの基 本構 図 を、そ の意味

連関か ら三っの グループに分 ける ことがで きた。 その

一つは
、支 える ・包む ・見守 る とい う親 か ら子へ のサ

ポー トを表す グル ープ(『 親→子』 グル ープ)、 二つ 目

は反 対に、支 え られ る ・包 まれ る ・見守 られ る とい う

子か ら親へのサポー トを表す グループ(『 子→親』 グル

ープ)
、そ して三つ 目が、サポー トの方向性 とは関係 な

く、並ぶ ・向き合 うとい う位置 関係 を表す グルー プ(『位

置関係』グノレープ)で ある。この うち、『親→ 子』と 『子

→ 親』 の両 グルー プ関係 につい ては正反対 で あ るが、

『位置 関係』 グルー プはサポー トの方 向 とは独立 した

もので あ り、『親→子』 と 『子→親 皿の どちらの基本構

図 とも重複 して見出 され る。そのため、『位置 関係』の

グルー プは 『親→子』、そ して 『子→親』 のどち らの グ

ル ープにも関連付 けることができ、、親 から子へ のサポ

ー トの関係 を表す構図 のま とま り(『親→子』+『 位置

関係』)と 子か ら親へのサポー トの関係 を表す構 図のま

とま り(『子→親』+『 位置関係』)に 分け ることがで

きたのである。

また、時間軸 に沿 った関係性認識 の変 容につ いて分

析 した ところ、二種 類の変容過程 のパ ターン を抽出す

る ことが できた。 これ らの結果の 中で特に重要 な点 と

して挙げ られ るのは、親 と子 どもによる、サポー トの

提 供 と受領 とい う関係 の逆転、い わゆる 「役 割逆転」

である。つ ま り、「親が子 どもを世話す る関係 」→ 「対

等な関係 」→ 「親 が子 どもに世話 して もらう関係」 と

い う変容のパ ターンが、一般的な傾 向 としてみ られた

とい うことである。 さらに、 この 「役割 逆転 」 の意識

は男女に よって微妙 な差異があ り、男性 が子 どもに対

してサポー トを提供 してい る、あ るいは してい た、 と

い う意識 が強 く、「役割逆転」を受 け容れづ らいのに対

し、サポー トの授受 において女性 のほ うが柔軟 に 「役

割 逆転 」 を受 け容れ られ るのでは ないか、 とい うこと

もわか った。

こ うした結果 はあ くまで一般的 な傾 向であ り、高齢

者 の、子 ども との関係 において、 こ うした 「役割逆転」

の構 図が必ず しも理想 的な関係 で あ り、理想 的な関係

性認識 の変容過程 である とい うわ けではない。 しか し

なが ら、子 どもとの関わ り方の認 識か ら、これ まで 自

分 の周 りで どのよ うなサポー トの授受 の関係 が築かれ

てきたのか、つ ま りは他者 とのサポー トの提供 と受領

に関す る関係 とい う、他者 との二者関係 のあ り方の一

側 面を明 らか にで きたこ とは有益 な結果 と言 え るので

はないだ ろ うか。
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【卒業論文要旨1

野村芳兵衛の生活教育に関す る一考察

一 児童の村小学校時代に焦点をあてて

森 智 里(MoriChisato)

野村芳兵 衛(1896～1986)は 、池袋児童 の村 小学校

に開校 当初に赴任 し、閉校まで実質的 な責任者 と して

13年 間を過 ご し、 「生活に よる教育」を提唱 、実践 した

教師 である。 池袋児童の村小学校は1924年4月 、 「教

育 の世紀社」 を母体 とし、徹底 した 「自由」 と 「解放」

を理念 として設立 され た実験学校で ある。児童 の村小

学校 は、子 どもた ちの内発 的興味や個性 を尊重 し、 自

由 と自治を最大限保障 しよ うとした。児童 の村小 学校

時代 における野村の生活教 育論 は、著書 『生命信順 の

修身新教授法』(1925年)と 『新教育 にお ける学級経営』

(1926年)を 中心 とす る時期 を前期、『生活訓練 と道徳

教育』(1932年)と 『生活学校 と学習統制』(1933年)

を中心 とする時期を後期 と して分ける ことがで きる。

卒業論文 では、前期か ら後期 への野村の教育論 の変

化 に注 目した。 野村 は一 貫 して、社会的必要性 か ら教

師が子 どもを教育す るこ とと、子 どもの主体性 に任 せ

て 自由にさせ る ことを両 立 させ ようと してい た。 それ

に も関わ らず 野村の教育論 には変化がみ られ る。 そ こ

で、卒業論文 では、野村 が教師の指導 と子 どもの 自由

との 両立 とい う課題 にどの よ うに取 り組み 、乗 り越 え

たか を明 らかにす ることで、 「自由」な学校におけ る教

師の あ り方、子 どもの個性 、主体性 を尊重す る教 育の

あ り方について示唆を得 よ うとした。

まず 、前期 の野村の教育 論について検討す る。 前期

野村 の教育論 を形作 った のは、 「自然の 中で の子 ども

の発 見」 と 「生命 」への厚 い信仰 であ る。野村 は、子

どもの遊び を尊重 し、 自然 の中で子 どもの 自由に させ

よ うとした。 そ して 「教育 意識 」を不純な もの として

否定 した。そ の一方で野村 は社会 的要求 も考慮 してい

た。社会的要求 に応 える教 師の指 導 と子 どもの自由 と

の両 立を成立 させ たのは 、 「生命信順 」で あった。 「生

命 」 は万物 を生か し、調 和 へ とつなげ、生活 を導 く。

野村 は 「生命 」に 「信順」 す ることで教師の教育 的行

為が許 され る と考 えてお り、教育す ることに非常 に消

極 的だった印象 を受 ける。

次に、教育論 の変化の背景 にあった、政治 、経 済 と

教育 との 関わ りに対す る野村 の認識 の深ま りをみ る。

野村 は、教 育の政治化問題論争 やマルキ シズムに立っ

南砂雄 らとの論争 の中で、社会現象 や事実 を認識 する

ことの重要性 に気 づか され た。 教育は 自然 な協 力であ

り、現実の政治や 経済の状況 か ら超越 して いるべ きだ

とい う認識 を改 め ることとなったのであ る。そ して、

実際に恐慌 とい う事実に直面す る ことで、野村 は経 済

的支配 とい う社会 現象 に気づい た。 それまで訓練 を否

定 していた野村 であったが、生活 の 自由 を獲得す るた

めの技術 を訓練す る必要性 を認識す るに至った。

訓練 の必要性 を認識 した野村は、後期 、「協働 自治訓

練」 を実行す るに至 る。 「協働 自治訓練」は、教師によ

る訓練 ではな く、組織 に よる訓練 である。 社会的要求

を子 どもに一方的 に押 し付 けた のではな く、協働 自治

組織 を作 り、その中に子 ども達 を入れ る ことに よって、

野村 は教師の指導 と子 ども達の 自治 を両立 させ よ うと

した。 とい って も初 めに組織 を構成す るのは教師 であ

り、教 師は協働 自治や社 会的功利の実現 とい う明確 な

目標 をもってい る。 その ような組織 の中に子 ども達 を

入れ ることは、 「教育意識」を否定 してい た前期 の野村

であれば教師の押 し付 けと考えていたであろ う。

では、 どの よ うな変化 が野村の 中で起 こったの か。

それ は 自由の捉 えなお しであ る。前期 の野村 は、 自然

にまかせ てお くこ とが 、子 ども達に とって 「自由」で

ある と考えていた。それ に対 し、後期 の野 村は、社会

や組織 の中で活 きる個性や 主体性 を育 てる ことが、子

どもに 「自由」 を獲得 させ る ことだ と考えた。前期 に

おい ても社 会の中 で生 きる とい う視点 を持 ってはいた

もの の、その社会が どのよ うな状況 にあ り、具体的に

何 を教 育に求めてい るか とい う認識 にまで至っていな

か った。 それ が、現実 の社会状 況 を踏 まえて 自由 を捉

えなおす ことで、後期 では超越 的な 「生命 」に頼 らず

に、子 どもの 自由を尊重す るこ とと矛盾す るこ とな く、

教師の指導 の必要性 を説 くこ とがで きるよ うになった。

今回 は考 察で きなか ったが、野村が学校 において家

族的 な雰囲気 を作 るこ とを 目指 していた とい う点は、

教師 の指導 と子 どもの 自由のバ ランスを とる鍵にな っ

ていたと考える。 この点 は、学校が ど うあるべ きか、

人々の 関係 が ど うあ るべ きか とい う、現代 の学校 、社

会 のあ り方 につなが る問題 を含 んでお り、 更な る検討

が必要であ る。今 後の課題 としたい。
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